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論
　
　
文

『
和
名
類
聚
抄
』
所
載
の
郷
名
を
め
ぐ
る
検
討
―
周
防
国
吉
敷
郡
の
事
例
に
つ
い
て
―

渡
　
　
辺
　
　
　
　
　
滋

は
じ
め
に

　

古
代
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
分
析
を
進
め
て
き
た
。
山

口
県
域
の
事
例
に
関
し
て
は
、
近
世
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』
以
降
、
近
藤
清
石（
一
八
三
三

～
一
九
一
六
）に
よ
る
一
連
の
成
果
を
経
て
、御
薗
生
翁
甫（
一
八
七
五
～
一
九
六
七
）の
『
防

長
地
名
淵
鑑
』
な
ど
が
公
刊
さ
れ
た
。
さ
ら
に
戦
後
の
自
治
体
史
に
お
け
る
成
果
も
、『
山

口
県
史 

通
史
編
』（
た
と
え
ば
原
始
・
古
代
編
は
二
〇
〇
八
年
刊
行
）に
整
理
・
継
承
さ
れ

て
い
る
。

　

と
は
い
え
先
行
研
究
で
扱
わ
れ
た
事
例
の
な
か
に
は
、
十
分
突
き
詰
め
ら
れ
て
い
な
い
も

の
や
、
再
検
討
を
要
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
く
に
吉
敷
郡（
現

在
の
山
口
市
と
宇
部
市
の
一
部
）の
古
代
地
名
を
対
象
と
し
て
、
先
行
研
究
の
整
理
や
問
題

点
の
解
決
を
試
み
る（

1
）。

　

そ
の
際
、
重
視
さ
れ
る
の
が
、
源
順（
九
一
一
～
九
八
三
）の
『
和
名
類
聚
抄
』（『
和
名
抄
』

と
略
称
）の
郡
郷
部（
二
十
巻
本
系
統
本
に
収
載
）の
郷
名
や
、
近
年
の
研
究
進
展
が
著
し
い

出
土
文
字
資
料
に
見
え
る
地
名
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
種
の
情
報
に
も
広
く
目
配
せ
し
つ

つ
、
看
過
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
関
連
研
究
の
成
果
も
拾
い
上
げ
、
最
新
の
研
究
成
果

を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節　

各
郷
の
検
討

　
『
和
名
抄
』
に
周
防
国
吉
敷
郡
の
郷
名
と
し
て
み
え
る
の
は
、
八
田
・
宇
努
・
仲
河
・
益

必
・
広
伴
・
神
前
・
多
宝
・
八
千
・
賀
宝
・
浮〔

俘
〕囚

の
一
〇
郷
で
あ
る（

2
）。『

和
名
類
聚
抄
』

二
十
巻
本
の
古
写
本
・
古
版
本
は
、
高
山
寺
本
・
大
東
急
記
念
文
庫
本
・
名
古
屋
市
立
博
物

館
本
・
伊
勢
二
十
巻
本
・
古
活
字
本
の
五
種
が
現
存
す
る
。
写
本
に
よ
っ
て
配
列
や
「
俘
囚
」

郷
の
有
無
な
ど
の
相
違
も
あ
る
が
、
郷
名
表
記
な
ど
は
該
当
箇
所
を
有
す
る
全
写
本（
伊
勢

二
十
巻
本
は
欠
）で
一
致
す
る（

3
）。

高
山
寺
本

八
田
宇
努〈
ウ
ラ
〉
仲
河
益
必〈
夜
介
比
止
〉
広
伴
神
前
多
宝
八
千
賀
宝

 

―

名
古
屋
市
立
図
書
館
本

八
田
宇ウ

ラ努

仲
河
益マ

ケ
ヒ
ト必

広
伴
神
前
多
宝
八
千
賀
宝

 

―

大
東
急
記
念
文
庫
本

八
田
宇
努

仲
河
益
必〈
也
介
比
止
〉
神
前
多
宝
八
千
賀
宝
俘
囚
広
伴

古
活
字
本

八ヤ

タ田
宇ウ

ノ努

仲ナ
カ
カ
ハ河

益ヤ
ケ
ヒ
ト必〈

也
介
比
止
〉
神カ

ム
サ
キ前

多
宝
八
千
賀
宝
俘
囚
広ヒ

ロ
ト
モ伴

　

各
郷
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
、『
県
史
』
に
お
け
る
最
新
の
成
果（
八
木 

二
〇
〇
八
）は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
八
田（
山
口
市　

矢
田
）
／
宇
努（
山
口
市　

宇
野
令
）
／
神
前（
山

口
市　

秋
穂
二
島
）
／
八
千（
山
口
市　

陶
）
／
賀
宝（
山
口
市　

嘉
川
）な
ど
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
明
確
に
比
定
地
を
示
し
て
い
る
、
一
方
、
仲
河
・
益
必
・
広
伴
・
多
宝
・
浮
囚
な
ど

に
つ
い
て
は
所
在
不
明
と
し
て
い
る
。

　

神
前
郷
に
つ
い
て
は
論
証
が
煩
瑣
に
渡
る
の
で
、
紙
幅
の
制
約
か
ら
別
稿（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｂ
）に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
以
上
に
紹
介
し
た
郷
名
の
う
ち
、
す
で
に

定
説
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
比
定
地
案
に
つ
い
て
、『
県
史
』
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
事

例
か
ら
検
討
を
は
じ
め
て
い
き
た
い
。同
書
は
、一
般
向
け
の
自
治
体
史
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
判
断
の
背
景
を
説
明
し
て
い
な
い
が
、
結
論
か
ら
い
え
ば
的
確
で
あ
る
。

第
二
節　

多
宝
郷

　

具
体
的
に
は
、「
多
宝
郷
」
の
比
定
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
大
日

本
地
名
辞
書
』
が
「
多
実
郷　

和
名
抄
、
吉
敷
郡
多
宝
郷
。
○
原
書
多
宝
に
作
る
、
今
此
郡

に
大オ

ホ
ミ海

山
あ
り
、
山
陽
道
の
南
な
る
海
表
に
峙
ゆ
、
山
麓
は
即
秋
穂
庄
な
り
、
大
海
疑
ふ
ら

く
は
多
実
に
し
て
宝
は
実
を
誤
れ
る
者
な
る
を
。」
と
述
べ
た
の
を
受
け
、『
防
長
地
名
淵
鑑
』

も
防
府
市
大
道
か
吉
敷
郡
秋
穂
町
大
海
に
比
定
し
て
以
降
、「
秋
穂
」
説
が
有
力
と
見
な
さ

れ
て
き
た
。
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た
と
え
ば
『
山
口
県
地
名
考
』
は
『
地
名
淵
鑑
』
の
想
定
に
つ
い
て
「
果
し
て
ど
う
か
」

と
、一
歩
引
い
た
姿
勢
を
取
る
が
、『
角
川
』
は
「
大
海
村
〈
秋
穂
町
〉」
の
項
で
「「
和
名
抄
」

に
見
え
る
多
宝
郷
を
多
実
郷
の
誤
り
と
し
て
、現
秋
穂
町
大
海
一
帯
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
」

と
紹
介
し
た
う
え
、「
多
宝
郷
」
の
項
で
は
①
「
多
」
は
「
爾
」
の
誤
り
→
「
に
ほ
」（
山
口

市
の
仁
保
に
比
定
）、
②
「
宝
」
は
「
実
」
の
誤
り
→
「
お
お
み
」（
山
口
市
秋
穂
町
の
大
海

に
比
定
）の
二
説
を
紹
介
し
て
い
る
。『
平
凡
社
』
も
同
項
で
両
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
特

に
後
者
が
有
力
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

た
し
か
に
「
お
お
み
」
と
読
む
場
合
、
①
「
川
畔
の
袋
地
」、
②
「
谷
奥
」・「
湾
の
奥
」

な
ど
の
意
と
な
る
の
で（
鏡
味
『
日
本
の
地
名
』）、「
大
海
」
の
立
地
と
合
致
す
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、『
県
史
』
は
こ
の
説
を
一
顧
だ
に
し
て
い
な
い
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
恐
ら
く
、「
大
海
」
説
が
史
料
に
お
け
る
誤
字
を
認
定
す
る
際
の
基
本
的
な
手
順
を
逸
脱

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
前
述
の
通
り
、
二
十
巻
本
『
和
名
抄
』
郷
里
部（
巻
六

～
九
）の
古
写
本
は
複
数
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
郷
名
の
読
み
や
掲
載
順
序

が
異
な
っ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
一
覧
作
成
に
当
た
っ
て
各
本（
あ
る
い
は
そ
の
親
本
）が

根
拠
と
し
た
資
料
が
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
す
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
宮
沢 

一
九
七
六
）。

そ
う
し
た
親
子
関
係
に
な
い
可
能
性
す
ら
あ
る
諸
本
の
本
文
が
、
い
ず
れ
も
「
寶（
宝
）」
字

で
一
貫
し
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、「
實（
実
）」
の
誤
写
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
当
に
丁

寧
な
論
証
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
、『
県
史
』
が
「
多
宝
」
を
め
ぐ
る
誤

字
を
前
提
と
し
た
仮
説
を
排
し
た
こ
と
は
、
適
切
な
姿
勢
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
多
宝
」
郷
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

考
え
て
み
よ
う
。
そ
も
そ
も「
多
宝
」（
誤
）→「
多
実
」（
正
）と
い
う
想
定
だ
け
で
な
く
、「
多

実
」
を
「
お
お
み
」
と
読
む
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
。『
和
名
類
聚
抄
』
に
掲
載
さ
れ
る

国
郡
郷
名
は
、
そ
の
す
べ
て
に
読
み
が
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず

れ
も
一
定
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
表
記
さ
れ
て
お
り
、
類
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
、

明
確
な
読
み
が
確
定
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
「
多
」
字
に
つ
い
て
は
大
量
の
事
例
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
を
「
お
お
」
と

訓
読
す
る
事
例
は
な
く
、
多
磨（
た
ま
）・
宇
多（
う
だ
）の
よ
う
に
「
た
」「
だ
」
と
音
読
す

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。「
宝
」
字
に
つ
い
て
は
、
や
や
複
雑
な
の
で
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。

こ
の
字
が
含
ま
れ
る
地
名
は
、『
和
名
抄
』
に
計
七
例
が
存
在
す
る
。
周
防
国
吉
敷
郡
の
多

宝
郷
・
賀
宝
郷
を
除
く
と
、
宝
飫（
ほ
お
）郡（
三
河
国
／
宝
飯
・
穂
と
も
表
記
）、
飫
宝（
お
お
）

郷（
遠
江
国
磐
田
郡
／
飯
宝
・
大
と
も
表
記
）、
有
宝（
う
ほ
）郷（
美
濃
国
不
破
郡
）、
伊
宝（
い

ほ
）郷（
周
防
国
玖
珂
郡
）の
四
例
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
賀
宝
里（
安
房
国
安
房
郡
塩
海
郷
／

木
簡
）が
あ
る
。
ま
た
揖
保（
い
ぼ
）郡（
播
磨
国
）を
揖
穂
・
揖
宝
・
伊
保
と
表
記
す
る
事
例
や
、

大
田（
お
お
た
）郷（
播
磨
国
佐
用
郡
）を
邑
宝（
お
ほ
）と
表
記
す
る
事
例
の
存
在
も
参
考
に
な

ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
地
名
を
表
記
す

る
際
、「
宝
」
字
は
「
穂
」「
保
」
な
ど
と
通
用
す
る
漢
字
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、「
ほ
」「
お
」

と
発
音
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る（

4
）。

　

と
す
る
と
、「
多
宝
」
の
読
み
は
「
た
ほ
」「
た
お
」
な
ど
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
参
考
に
な

る
の
が
、
地
名
に
関
す
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
地
名
の
語
源
』
は
「
タ
オ
…
山

峠（
タ
ワ
）。
瀬
戸
内
海
沿
岸
と
中
国
地
方
西
部
に
多
い
。
峠
下
の
集
落
名
と
し
て
は
九
州
全

域
に
及
ぶ
」
と
指
摘
し
、『
民
俗
地
名
語
彙
事
典
』
は
「
タ
オ　

①
タ
オ
リ（
撓
り
）の
約
で

あ
り
、
タ
ワ
ゴ
エ
の
約
で
も
あ
る
。
タ
ワ
は
尾
根
の
タ
ワ
の
こ
と
で
、
道
が
山
稜
の
鞍
部
を

越
え
る
所
で
、
稜
線
が
や
や
窪
ん
だ
よ
う
な
地
形
を
指
し
て
い
る
。
…
山
口
県
で
は
、
ひ
と

し
く
タ
オ
と
呼
び
ト
ウ
ゲ
と
は
い
わ
な
い
」
と
説
明
す
る（

5
）。

こ
う
し
て
み
る
と
、
吉
敷

郡
内
の
特
に
大
き
な
峠
の
麓
に
広
が
る
集
落
群
を
「
た
ほ（
た
お
）」
と
呼
称
し
、
そ
れ
を
郷

名
に
転
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

具
体
的
な
地
域
を
特
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
周
防
・
長
門
両
国
の
国
境
に

位
置
し
、「
大
峠（
オ
オ
タ
オ
）」
と
い
う
地
名
が
遺
る
地
点
の
周
辺
が
「
多
宝
」
と
い
う
名

称
の
由
来
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。
現
在
の
山
口
市
内
に
残
る
「
大
垰
」
と

い
う
地
名
は
2
ヶ
所
な
の
で（

6
）、

そ
の
い
ず
れ
か
に
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
周
防
・

長
門
国
境
に
位
置
す
る
「
タ
オ
」
を
地
名
の
由
来
と
す
る
郷
名
と
な
る
。
た
だ
し
吉
敷
の
大

垰
に
比
定
す
る
場
合
、
周
辺
に
は
宇
努
郷（
北
側
）・
八
田
郷（
東
側
）・
賀
宝
郷（
南
側
）な
ど
、

比
定
地
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
郷
が
並
ん
で
お
り
、
郡
全
体
の
面
積
を
考
え
た
場
合
、
集
中

し
す
ぎ
の
き
ら
い
が
あ
る
。
消
去
法
で
行
け
ば
、
宮
野
北
方
の
大
垰
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性

が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
多
宝
郷
は
、
大
垰
を
含
む
吉
敷
郡
の
北
方
地
域
に

所
在
す
る
郷
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
三
節　

八
田
郷

　

つ
ぎ
に
、『
県
史
』
が
先
行
研
究
の
成
果
を
継
承
し
た
事
例（
八
田
・
宇
努
・
神
前
・

八
千
・
賀
宝
）に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
て
お
き
た
い（
仲
河
・
益
必
・
広
伴
・
多

宝
・
浮
囚
に
つ
い
て
は
、
旧
域
の
比
定
を
行
っ
て
い
な
い
）。
こ
の
う
ち
「
神
前
」
に
つ
い

て
は
紙
幅
の
関
係
で
別
稿
に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ｂ
）、
ま
ず
「
八
田
」
に
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つ
い
て
見
て
い
く
。

　

こ
の
地
名
の
読
み
だ
が
、「
田
」
は
「
た
」
も
し
く
は
「
だ
」（
訓
）で
よ
い
と
し
て
、
問

題
は
「
八
」
で
あ
る
。『
和
名
抄
』
に
は
こ
の
漢
字
を
使
っ
た
地
名
が
多
数
あ
る
が
、
結
論

か
ら
い
う
と
「
ハ
チ
」（
呉
音
）・「
ハ
ツ
」（
漢
音
）を
使
っ
た
事
例
は
、「
八
下
」（
は
ち
げ
）・

「
八
太
」（
は
ち
た
）・「
安
八
」（
あ
ん
ぱ
ち
）・「
八
浜
」（
は
ち
は
ま
）・
八
万（
は
ち
ま
）・「
八

多
」（
は
た
）な
ど
少
数
の
事
例
に
限
ら
れ
る（
ほ
ぼ
呉
音
の
適
用
と
考
え
て
よ
い
）。
こ
れ
に

対
し
、「
や
」（
訓
）を
使
っ
た
事
例
は
多
数
確
認
さ
れ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
八
田
」
と

い
う
郷
名
だ
け
で
11
例
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
の
複
数
の
地
名
に
は
、
読
み
も

示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
八
田
」（
上
野
国
邑
楽
郡
）に
は
「
也
太
」（
急
本
）・「
也
多
」

（
高
本
）・「
ヤ
タ
」（
名
本
）と
、「
八
田
」（
加
賀
国
江
沼
郡
）に
は
「
也
多
」（
急
本
）・「
夜
多
」

（
高
本
）・「
ヤ
タ
」（
名
本
）と
、「
八
田
」（
能
登
国
能
登
郡
）に
は
「
也
多
」（
急
本
）と
い
う

具
合
で
あ
る
。
加
え
て
、「
八
田
」（
上
野
国
多
胡
郡
）の
場
合
、「
矢
田
」（『
続
日
本
紀
』
和

銅
四
年（
七
一
一
）三
月
六
日
条
）と
も
表
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
矢
田
」（
大
和
国
添
下
郡
）

と
同
音
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

7
）。

　
「
八
田
」
の
読
み
に
つ
い
て
は
、『
和
名
抄
』
の
「
八
部
」（
郡
名
一
例
＋
郷
名
六
例
）と
い

う
地
名
が
参
考
に
な
る
。
計
七
例
の
う
ち
の
郡
名（
摂
津
国
八
部
郡
）は
、
中
世
に
「
八
田
部

郡
」
と
表
記
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
る
こ
と
や
、『
和
名
抄
』（
急
本
）に
「
八
田
部
郡
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
初
か
ら
「
ヤ
タ
ベ
」
と
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
八
部
」（
摂
津
国
八
部
郡
）

は
「
矢
田
部
」（『
新
撰
姓
氏
録
』
摂
津
国
神
別
）と
関
連
し
て
お
り
、こ
れ
ら
の
地
名
を
「
ヤ

タ
ベ
」
と
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
う
し
た
表
記
法
は
、「
制
。
畿
内
七
道
諸
国
郡

郷
名
、
着
二
好
字
一
」（『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年（
七
一
三
）五
月
二
日
条
）と
い
う
指
示
に
基

づ
き
、
好
い
意
味
の
漢
字
二
文
字
で
揃
え
際
に
生
じ
た
も
の
だ
っ
た（
筏 

一
九
三
四
・
井
出 

一
九
七
三
・
猿
田 

一
九
九
五
・
今
野 

二
〇
一
二
・
橋
本 

二
〇
一
三
）。「
八
田
」
の
場
合
、「
ヤ

タ
」
と
読
ん
だ
か
「
ヤ
タ
ベ
」
と
読
ん
だ
か
不
明
だ
が
、
語
源
自
体
は
同
じ
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
ち
な
み
に
元
和
三
年（
一
六
一
七
）刊
行
の
古
活
字
本
に
は
「
ヤ
タ
」
と
傍
訓
が
付
さ

れ
て
い
る（

8
）。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
地
名
の
由
来
を
考
え
る
際
に
は
、「
為
二
八
田
若
郎
女
之
御
名
代
一
、
定

二
八
田
部
一
也
」（『
古
事
記
』
仁
徳
紀
）と
い
う
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
八

田
部
」
地
名
は
、
応
神
天
皇
の
娘
八
田（
矢
田
）皇
女
の
名
代（
奉
仕
す
る
集
団
）と
し
て
設
定

さ
れ
た「
八
田（
矢
田
）部
」と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（
楠
原 

一
九
八
一
の「
や

た
」
項
）。
矢
田
部
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神
別
上
・
摂
津
国
神
別
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る

氏
族
で
、
諸
情
報
を
総
合
す
る
と
物
部
氏
の
支
族
と
推
定
さ
れ
る（
佐
伯 

一
九
六
三
）。
た

だ
し
、
八
田
皇
女
の
名
前
自
体
が
、
先
行
し
て
存
在
し
た
自
然
地
名
に
由
来
す
る
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、「
ヤ
は
「
湿
地
」
タ
は
「
処
」
の
転
」
と
分
解
で
き
る（
楠

原 

一
九
八
一
の
「
や
た
べ
」
項
）。

　

つ
ま
り
吉
敷
郡
の
「
八
田
」
郷
の
場
合
、
単
に
湿
地（
自
然
地
形
）に
由
来
す
る
「
ヤ
タ
」

と
み
る
の
か
、
自
然
地
形
「
ヤ
タ
」
に
由
来
す
る
「
八
田
皇
女
」
と
関
連
す
る
「
八
田
部
」

が
置
か
れ
た
地
域
で
あ
る
の
か
、
い
ず
れ
か
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か（

9
）。

　

な
お
周
防
国
の
事
例
に
関
す
る
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、「
八
田　

今
ハ
矢
田
と
書
り
」（『
注

進
案
』
矢
田
村 

名
所
旧
跡
）と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
末
の
段
階
で
「
八
田
郷
」
の
故
地
を

現
在
の
大
内（
10
）矢

田
と
想
定
し
、
こ
の
見
解
は
通
説
化
し
て
い
る（『
平
凡
社
』・『
角
川
』）。

た
だ
し
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
、『
防
長
地
名
淵
鑑
』
が
「
古
へ
矢
田
の
部
曲
の
居
所
在

る
べ
し
」
と
し
て
八
田
皇
女
の
名
代
「
八
田
部
」
と
の
関
連
を
想
定
す
る
の
に
対
し
、『
山

口
県
地
名
考
』
は
「
八
田（
八
田
部
）・
矢
田（
矢
田
部
）は
仁
徳
天
皇
の
皇
后
八
田
雅
郎
女
の

御
名
代
田
と
い
う
が
、
こ
れ
は
余
り
信
用
で
き
な
い
」
と
し
て
「
低
湿
地
」
説
を
採
る
。
い

ず
れ
の
説
に
依
る
か
、
現
時
点
で
断
定
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

第
四
節　

宇
努
郷

　
「
宇
努
」
の
読
み
に
つ
い
て
は
、『
和
名
抄
』
高
本
の
記
載
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
分
か
れ
る
。

た
と
え
ば
池
辺
弥
『
和
名
類
聚
抄
郡
郷
里
駅
名
考
証
』
が
「
宇
努
〈
ウ
ラ
〉」
と
片
仮
名
で

翻
刻
す
る
箇
所
に
つ
い
て
、『
県
史
』
は
「
宇
努
〈
宇
〉」
と
漢
字
で
翻
刻
し
て
い
る
。『
和

名
抄
』
郡
郷
部
は
未
定
稿
と
考
え
ら
れ
る
の
で（

11
）、「

宇
」
一
文
字
だ
け
附
訓
し
て
作
業

が
放
棄
さ
れ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
本
の
な
か
で
漢
字
一
文
字
で
附
訓
さ

れ
た
事
例
は
、
こ
の
ほ
か
以
下
の
五
例
に
限
ら
れ
る
。

「
三
太
〈
美
〉
」
（
越
前
国
丹
生
郡
）

「
三
田
〈
美
〉
」
（
安
芸
国
高
田
郡
）

「
温
泉
〈
由
〉
」
（
但
馬
国
二
方
郡
）

「
温
泉
〈
由
〉
」
（
石
見
国
邇
摩
郡
）

「
毗
伊
〈
比
〉
」
（
筑
前
国
早
良
郡
）

　

こ
の
う
ち
冒
頭
の
二
例
は
、「
三
」
に
対
す
る
附
訓
で
あ
ろ
う
。
残
り
の
三
例
は
、
先
述

し
た
「
好
字
二
字
」
化
の
過
程
で
一
音
の
地
名
を
漢
字
二
文
字
化
す
る
必
要
が
生
じ
た
結
果
、
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「
温
泉
」と
表
記
し
て
以
前
の
通
り「
ゆ
」と
読
む
事
例
、「
ひ
」と
い
う
地
名
を「
毗
伊（
ひ
い
）」

と
伸
ば
し
て
表
記
し
た
事
例（
こ
れ
は
木
国
→
紀
伊
国
と
同
パ
タ
ー
ン
）と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
も
し
漢
字
一
文
字
で
附
訓
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
本
文
と
同
じ
文
字
で
附
訓
し
て

は
注
釈
の
意
味
が
無
か
ろ
う
し
、「
宇
努
〈
宇
〉」
の
事
例
は
こ
れ
ら
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
高
本
〈
郡
郷
部
〉
に
お
け
る
附
訓
の
傾
向
を
確
認
し
て
み
る
と
、
冒
頭
の
数
カ
国

で
は
、
郡
名
の
み
片
仮
名
で
、
郷
名
は
万
葉
仮
名
で
附
訓
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
部

の
国（
た
と
え
ば
下
野
国
・
紀
伊
国
な
ど
）で
は
、
郷
名
の
附
訓
で
万
葉
仮
名
と
漢
字
が
混
在

す
る
現
象
が
生
じ
て
い
る（
12
）。

こ
う
し
た
状
況
も
念
頭
に
置
く
と
、
周
防
国
の
場
合
も
混

在
し
て
い
る（
→
宇
努
へ
の
附
訓
は
片
仮
名
「
ウ
ラ
」）と
考
え
る
余
地
が
生
じ
て
く
る
。
こ

の
部
分
、
名
本
が
「
ウ
ラ
」
と
附
訓
し
て
い
る
こ
と
も
念
頭
に
置
け
ば
、
片
仮
名
で
読
ん
で

問
題
な
か
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
れ
だ
け
議
論
を
引
き
延
ば
し
た
う
え
で
申
し
訳
な
い
が
、こ
の
部
分
の
『
和

名
抄
』
の
附
訓
「
ウ
ラ
」
は
誤
り
で
あ
ろ
う（
13
）。『

和
名
抄
』
の
な
か
で
「
努
」
字
を
含

む
地
名
の
読
み
を
確
認
し
て
お
く
と
、
た
と
え
ば
「
伊
努
」（
い
ぬ
）・「
布
努
」（
ふ
ぬ
）な

ど
と
読
ま
れ
る
こ
と
に
く
わ
え
、「
阿
努
」（
あ
の
）と
読
ん
だ
り
、『
和
名
抄
』
の
「
信
太
」（
し

の
だ
）を
他
史
料
で
「
志
努
田
」
と
、「
安
濃
」（
あ
の
う
）を
「
安
努
」
と
表
記
す
る
事
例
が

見
い
だ
せ
る
。
こ
う
し
た
地
名
か
ら
、「
努
」
字
は
「
ヌ
」・「
ノ
」
の
二
音（
呉
音
）を
示
す

漢
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
14
）。

と
す
れ
ば
、「
宇
努
〈
ウ
ラ
〉」
は
、「
ウ

ノ
」・「
ウ
ヌ
」
の
い
ず
れ
か
の
誤
写
と
推
定
さ
れ
る
。
字
形
か
ら
す
る
と
「
ヌ
」
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
元
和
三
年（
一
六
一
七
）刊
行
の
古
活
字
本
に
「
ウ
ノ
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て

い
る
点
も
踏
ま
え
れ
ば
、「
ノ
」
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
宇
努
」
を
「
ウ
ノ（
あ
る
い
は
ウ
ヌ
）」
と
読
む
場
合
、
類
似
パ
タ
ー
ン
と

し
て
播
磨
国
佐
用
郡
の
地
名
が
注
目
さ
れ
る
。
も
と
も
と
「
有
怒
」
と
表
記
し
て
い
た
地
名

が
、
前
述
し
た
和
銅
六
年
の
好
字
表
記
へ
の
転
換
に
よ
り
「
雲
濃
」
と
な
り（『
播
磨
国
風
土

記
』
讃
容
郡
雲
濃
里
条
）、
こ
れ
が
『
和
名
抄
』
の
段
階
ま
で
に
「
宇
野
郷
」
と
表
記
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
同
国
大
田
郷
の
地
名
に
つ
い
て
も
、「
久
都
野
…
後
、
改

而
云
宇
努
」（『
播
磨
国
風
土
記
』
讃
容
郡
邑
宝
里
条
）と
い
う
経
緯
で
、「
宇
怒
」
と
改
名
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

特
に
後
者
の
事
例
は
、
周
防
国
吉
敷
郡
の
「
宇
努
」
と
い
う
地
名
の
由
来
を
考
え
る
際
、

興
味
深
い
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
地
名
「
ノ
」
は
、
①
「
野
」
の
意
、
②
「
～
の
～
」（
格

助
詞
）の
2
種
類
に
分
け
ら
れ
る（
鏡
味
『
日
本
の
地
名
』
の
「
ウ
ノ
」
項
）。
播
磨
国
の
事

例
に
見
ら
れ
る
「
野
」
→
「
努
」
と
い
う
表
記
の
変
化
が
、
周
防
国
の
場
合
に
も
直
接
適
用

で
き
る
か
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
ら
の
表
記
が
考
案
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
奈
良
期
に
お
い
て
、

「
の
」
は
二
種
類
の
音
に
分
か
れ
て
お
り（
上
代
特
殊
仮
名
遣
い（

15
））、

仮
名
が
存
在
し
な

か
っ
た
当
時
の
表
記
法
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
甲
類（
野
努
濃
奴
怒
）・
乙
類（
之
乃
能
）で
異
な

る
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
格
助
詞
「
の
」
に
当
た
る
用
法
は
、

名
詞
の
「
の
」
と
は
区
別
し
て
発
音
さ
れ
て
い
た
。
郷
名
「
宇
努
」
の
場
合
、
甲
類
の
漢
字

が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
先
述
し
た
地
名
の
由
来
の
う
ち
で
は
、
①
「
野
」

の
方
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
全
国
の
「
ウ
ノ
」
と
い
う
地
名
の

分
析
に
よ
れ
ば
、「
ウ
」
は
「
大
」、「
ノ
」
は
「
野
」
の
意
と
す
る
の
が
定
説
と
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）

　

周
防
国
吉
敷
郡
に
あ
っ
た
「
宇
努
郷
」
の
故
地
に
つ
い
て
は
、近
世
の
『
注
進
案
』
が
「
宇

努　

今
は
宇
野
と
書
く
、
宇
野
令
是
な
り
」（
同
書 

上
宇
野
令
）と
指
摘
し
て
以
降
、「
宇
野
」

と
い
う
地
名
が
残
る
現
在
の
山
口
市
の
市
街
地
一
帯
を
想
定
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
見

て
い
る（『
山
口
県
風
土
誌
』・『
防
長
地
名
淵
鑑
』・『
平
凡
社
』・『
角
川
』
ほ
か
）。
地
名
の

由
来
に
つ
い
て
は
、「
一
ノ
坂
川
を
中
心
に
し
て
左
右
が
広
い
野
原
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
た

も
の
」（『
山
口
県
地
名
考
』）と
す
る
想
定
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
地
名
は
河
内
国
讃
良（
さ
ら
ら
）郡
の
「
宇
努（
菟
野
）」（
現
在
の
大
阪
府

四
條
畷
市
を
中
心
と
す
る
地
域
）と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
百
済（
あ
る
い
は
新
羅
）系

渡
来
人
の
「
宇
努
」
氏
が
居
住
し
、
持
統
天
皇（
鸕
野（
う
の
）皇
女
）と
の
強
い
関
連
が
想
定

さ
れ
る
地
域
で
あ
る（
直
木 

一
九
六
〇
・
佐
伯 

一
九
八
三
）。
単
に
自
然
地
形
に
由
来
し
て

「
ウ
ノ
」
と
い
う
地
名
を
共
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
、あ
る
い
は
持
統
天
皇
の
名
代
「
宇
努
」

が
周
防
国
に
設
置
さ
れ
て
い
た
名
残
が
郷
名
に
反
映
し
て
い
る
の
か
断
定
は
困
難
だ
が
、
一

つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

第
五
節　

八
千
郷（
駅
）

　

ま
ず
は
読
み
だ
が
、『
和
名
抄
』
郡
郷
部
に
み
え
る
「
八
」
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
、

八
田
郷
の
項
で
検
討
し
た
。
そ
の
結
論
に
よ
れ
ば
、「
ハ
チ
」（
呉
音
）・「
ハ
ツ
」（
漢
音
）と

音
読
み
す
る
事
例
は
少
数
に
限
ら
れ
、
一
般
的
に
は
「
や
」
と
訓
読
す
る
傾
向
が
見
ら
れ

た
。「
千
」
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
と
、「
セ
ン
」（
呉
音
・
漢
音
）と
読
む
事
例
は
確
認
で
き

ず
、
千
葉（
ち
ば
）・
千
代（
ち
よ
）の
よ
う
に
「
ち
」
と
訓
読
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
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ば
、「
八
千
」
は
二
文
字
と
も
訓
読
し
て
「
や
ち
」
と
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

比
定
地
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、た
と
え
ば
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
台
道（
防
府
市
台
道
）

を
、『
防
長
地
名
淵
鑑
』
は
矢
地（
山
口
市
鋳
銭
司
大
村
）あ
た
り
に
比
定
す
る
。
前
者
の
見

解
に
対
し
て
は
、
歴
史
地
理
学
の
分
野
か
ら
は
、
駅
間
の
距
離
や
立
地
、
あ
る
い
は
「
台
道
」

と
い
う
地
名
の
由
来
な
ど
を
巡
っ
て
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り（
水
田 

一
九
七
八
・

木
下 

二
〇
一
三
）、
現
状
で
は
後
者
の
説
が
有
力
で
あ
る（
17
）。

近
世
の
『
注
進
案
』
が
、

中
世
の
古
文
書
ま
で
遡
っ
て
当
地
に
「
矢
地
」
と
い
う
地
名
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
た
後
、

『
県
史
』（
舘
野 

二
〇
〇
八
）を
含
む
以
降
の
諸
説
が
同
様
の
見
解
を
採
る
よ
う
に
、こ
の
「
矢

地
」
が
「
八
千
」
の
遺
存
地
名
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

と
こ
ろ
で
『
和
名
抄
』
に
は
、
も
う
一
例
「
や
ち
」
と
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
郷
名
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。「
陽
知
」（
越
中
国
砺
波
郡
）は
、
陽
胡（
や
こ
）・
賀
陽（
か
や
）な
ど
の
類
例
か

ら
「
や
ち
」
と
読
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら
の
地
名
「
や
ち
」
の
由
来
を
巡
っ
て
は
、

湿
地
を
意
味
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
18
）。

実
際
、
周
防
国
の
場
合
も
、「
八
千
郷
」

比
定
地
の
付
近
は
標
高
が
低
く
、
わ
き
水
が
多
い
地
域
で（
山
口
大
学 

二
〇
一
八
）、
こ
う

し
た
現
状
も
比
定
の
的
確
さ
を
傍
証
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

第
六
節　

賀
宝
郷（
駅
）

　

賀
宝
を
め
ぐ
っ
て
は
、
山
口
市
嘉
川
を
遺
存
地
名
と
し
て
、
そ
の
周
辺
を
故
地
と
す
る
見

解
が
定
説
化
し
て
い
る
。
立
地
や
前
後
の
駅
と
の
距
離
関
係
な
ど
か
ら
見
て
も
、
当
地
に
駅

が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い（
水
田 

一
九
七
八
・
武
部 

二
〇
〇
五
・
舘
野 
二
〇
〇
八
）

（
19
）。

　

た
だ
し
、
遺
存
地
名
「
嘉
川
」
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
特
殊
な
読
み
を
想
定

す
る
見
解
に
は
同
意
し
か
ね
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
富
永
春
部
『
諸
国
郡
郷
考
』
の
「
旧

く
ハ
カ
ヽ
ホ
と
云
け
ん
を
ハ
、
ホ
の
通
音
に
て
カ
ヾ
ハ
と
な
り
終
に
ハ
賀
川
と
川
字
を
書
や

う
に
も
転
り
来
れ
る
な
り
と
近
藤
芳
樹
い
へ
り
」
と
か
、
そ
れ
を
受
け
た
御
薗
生
翁
甫
『
防

長
地
名
淵
鑑
』
の
「
カ
ガ
ホ
と
訓
む
べ
し
。
元
、
加
賀
宝
抔
と
三
字
連
ね
た
り
し
を
二
字
に

改
め
ら
れ
し
な
り
。
…
ガ
ホ
、
ガ
ハ
一
声
の
転
な
り
」
な
ど
の
主
張
に
よ
っ
て
通
説
化
し
た

（『
平
凡
社
』・『
角
川
』
も
、
こ
の
見
解
を
定
説
と
し
て
紹
介
す
る
）。
つ
ま
り
「
カ
ガ
ホ
」

と
い
う
三
字
地
名
を
「
賀
宝
」
と
表
記
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
「
ガ
ホ
」
→
「
ガ
ハ
」
と
転
訛

し
た
結
果
、「
嘉
川
」
と
い
う
現
行
地
名
に
至
っ
た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当

初
「
カ
ガ
ホ
」
と
読
ん
で
い
た
と
推
定
で
き
る
根
拠
は
一
切
な
く
、「
嘉
川
」
と
い
う
遺
存

地
名
を
重
視
し
す
ぎ
た
結
果
の
循
環
論
法
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
の
郷
域
を
考
え
る
材
料
は
、他
の
郷
よ
り
も
豊
富
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
中
世
荘
園「
賀

宝（
賀
保
）荘
」
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
国
守 

一
九
七
三
・
薗
部 

二
〇
〇
七
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
荘
は
現
在
の
阿
知
須（
山
口
市
の
南
部
）か
ら
岐
波（
宇
部

市
の
東
部
）ま
で
を
含
む
地
域
に
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
嘉
川
」
か
ら

南
側
、
つ
ま
り
吉
敷
郡
の
南
端
全
域
が
「
賀
宝
」
郷
の
故
地
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
荘
園
の
正
確
な
成
立
時
期
は
不
明
だ
が
、
興
味
深
い
想
定
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
貞
観
九
年（
八
六
七
）六
月
十
一
日 

安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」（『
平
安
遺
文
』
一
六
四
）

に
見
え
る
「
在
周
防
国
吉
敷
郡
□
保
庄
田
券
文
一
巻
」（
20
）に

つ
い
て
、「
当（
賀
保
）荘
の

こ
と
か
仁
保
荘
の
こ
と
か
確
定
的
で
な
い
が
、
仁
保
荘
は
山
城
法
勝
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
山
城
安
祥
寺
領
で
あ
っ
た
の
は
当
荘
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
」（『
角
川
』）と
い
う
の
で

あ
る
。
も
し
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、遅
く
と
も
九
世
紀
ま
で
に
賀
宝
郷
に
は
安
祥
寺（
京

都
市
山
科
区
）領
の
荘
園
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

地
名
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
例
の
如
く
『
和
名
抄
』
に
見
え
る
他
の
地
名
か
ら
探
っ
て
い

こ
う
。
ま
ず
「
賀
」
だ
が
、
明
確
に
訓
読
み
し
て
い
る
事
例
は
見
い
だ
せ
ず
、
い
ず
れ
も
伊

賀
・
芳
賀
・
滋
賀
の
よ
う
な
「
ガ
」（
呉
音
）か
、
賀
茂
・
賀
美
・
那
賀
の
よ
う
な
「
カ
」（
漢
音
）

で
読
ま
れ
て
い
る
。
現
行
の
「
嘉
川
」
が
遺
存
地
名
で
あ
る
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
、
中
世

の
「
香
河
」（
今
川
了
俊
『
道
ふ
り
ゆ
き
』）と
い
う
表
記
も
参
考
に
す
る
と
、
濁
音
「
が
」

で
は
な
く
「
か
」
と
発
音
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

つ
ぎ
に
「
宝
」
に
つ
い
て
。
漢
字
の
音
は
「
ホ
ウ
」（
呉
音
・
漢
音
）だ
が
、
実
例
で
は
宝

飫（
穂
）・
揖
保（
揖
宝
）な
ど
多
く
の
地
名
で
「
穂
」「
保
」
表
記
と
通
用
し
て
い
る（「
飫
宝

＝
大
」
の
よ
う
な
事
例
も
、ほ
ぼ
同
様
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
）。
中
世
に
は
「
賀
宝
」
を
「
賀

保
」
と
表
記
す
る
事
例
も
あ
る
の
で
、
万
葉
仮
名
と
し
て
一
字
音
を
表
示
す
る
場
合
と
同
様

に
「
ホ
」
を
表
記
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
「
ホ
」
音
は
そ
れ
ほ

ど
強
い
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
奈
良
期
の

地
名
で
、
安
房
国
安
房
郡
塩
海
郷（
現
在
の
館
山
市
塩
見
）に
存
在
し
た
「
賀
宝
里
」
の
場
合

も（
平
城
京（
二
条
大
路
大
溝
）跡
出
土
木
簡
か
ら
確
認
で
き
る
地
名
）、
後
世
の
遺
存
地
名
は

「
香
村
」・「
大
賀
」
な
ど
に
限
ら
れ
る（
佐
藤 

一
九
九
三
）。
周
防
国
の
事
例
で
、「
ホ
」
音

が
落
ち
て
「
香
河
」（
前
述
）な
ど
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
点
も
ふ
ま
え
る
と
、
地
名
の
主

要
素
は
「
カ
」
音
の
方
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

残
念
な
が
ら
、地
名
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
「
カ
ガ
と
は
「
草
地
に
な
っ
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た
平
坦
地
」
…
ま
た
「
芝
草
、
草
原
」
な
ど
の
こ
と
と
も
い
う
か
ら
、
こ
の
カ
ガ
ワ
は
カ
ガ

ワ
ラ
か
ら
出
た
も
の
か
。
こ
の
場
合
の
ワ
ラ（
原
）は
…
「
集
落
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
高

橋 
一
九
七
八
）・「
カ
ガ（
芝
地
）・
ホ（
穂
、
峰
）で
、「
採
草
地
に
な
っ
た
峰
」
か
、
あ
る
い

は
カ
ガ
は
カ
ケ（
欠
）の
転
で
ホ
は
「
先
端
」
の
意
か
」（
楠
原 

一
九
八
一
）な
ど
の
見
解
も

提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
カ
ガ
ホ
」
と
い
う
根
拠
の
確
認
で
き
な
い
読
み

を
前
提
に
論
を
展
開
し
て
お
り
、
依
拠
で
き
な
い
。

　

管
見
の
限
り
で
類
似
の
固
有
名
詞
を
挙
げ
て
お
く
と
、渡
来
系
の
「
下
部
奈
弖
麻
呂
」・「
下

部
文
代
」（『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年（
七
九
九
）十
二
月
五
日
条
）な
ど
の
下
部（
か
ほ
う
）

と
い
う
姓
や
、
白
山
信
仰
で
本
地
を
虚
空
蔵
菩
薩
と
す
る
加
宝（
賀
宝
）王
子（
越
前
国
を
中

心
に
神
社
が
点
在
す
る
）な
ど
を
思
い
つ
く
が
、
直
接
関
係
す
る
徴
証
は
示
せ
な
い
。
何
ら

か
の
自
然
地
形
を
由
来
と
す
る
地
名
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
七
節　

益
必
郷

　

こ
の
郷
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
漢
字
表
記
の
珍
し
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
吉
敷
郡
の
地
名
に
は
、

全
体
的
に
そ
う
し
た
傾
向
が
見
え
る
と
は
い
え（「
お
わ
り
に
」
を
参
照
）、
な
か
で
も
こ
の

郷
名
の
表
記
は
異
例
で
あ
る
。

　

ま
ず
、そ
の
読
み
方
だ
が
、「
益
」
は
、益
気（
や
け
）・
益
救（
や
く
）な
ど
の
よ
う
に
「
ヤ
ク
」

（
呉
音
）を
転
用
し
た「
ヤ
」音
を
示
す
万
葉
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
る
事
例
と
、益
田（
ま
す
だ
）・

益
原（
ま
す
は
ら
）・
益
頭（
ま
し
ず
）・
益
城（
ま
し
き
）な
ど
の
よ
う
に
「
ま
す
」（
訓
）と
読

ま
れ
る
事
例
に
大
別
さ
れ
る
。
一
方
「
必
」
は
、
必
佐（
ひ
っ
さ
）・
必
志（
ひ
し
）の
よ
う
に

音
読
さ
れ
る
事
例
ば
か
り
で
あ
る（
こ
の
場
合
、「
ヒ
チ
」（
呉
音
）・「
ヒ
ツ
」（
漢
音
）い
ず

れ
で
読
ん
で
い
る
の
か
は
不
明
）。
以
上
の
情
報
に
基
づ
く
と
、「
益
必
」
は
「
や
ひ
ち
」「
や

ひ
つ
」「
ま
す
ひ
ち
」「
ま
す
ひ
つ
」
な
ど
と
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
を
な
す

ま
い
。

　

そ
こ
で
『
和
名
抄
』
の
付
訓
を
参
照
す
る
と
、「
夜
介
比
止
」（
高
本
）・「
也
介
比
止
」（
急

本
）・「
マ

〔
マ
マ
〕ケ

ヒ
ト
」（
名
本（
21
））の

ほ
か
、元
和
三
年（
一
六
一
七
）刊
行
の
古
活
字
本
に
は
「
ヤ

ケ
ヒ
ト
」
＋
「
也
介
比
止
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
誤
記
の
あ
る
名
本
を
の
ぞ
き
諸
本
と
も
に

「
ヤ
ケ
ヒ
ト
」
と
い
う
訓
を
注
記
し
て
い
る（
22
）。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
「
益
」
を
「
ヤ
ケ
」
と
、「
必
」
を
「
ヒ
ト
」
と

読
め
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
先
行
研
究（
蜂
矢 

二
〇
一
一
）に
依
拠
し
つ
つ
確
認
し
て

い
き
た
い
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
こ
で
の
表
記
法
は
「
二
合
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
漢
字
一
字
で
二
音
を
表
記
す
る
際
、
韻
尾
に
母
音（
無
表
記
）を
加
え
て
読
む
こ
と
を

求
め
る
方
式
だ
が
、
通
常
は
定
型
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
い
て
読
み
を
類
推
で
き
る
。
日
本
語
の

音
を
、
中
国
の
漢
字
を
用
い
て
表
記
す
る
以
上
、
正
確
さ
を
求
め
る
な
ら
ば
万
葉
仮
名
を
一

字
一
音
方
式
で
当
て
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
の
煩
雑
を
避
け
て
類
推
の

可
能
な
範
囲
で
省
略
を
進
め
た
表
記
法
と
い
え
る
。

　

具
体
的
に
は
、
二
音
の
日
本
語
を
表
記
す
る
際
、
一
音
目
は
き
ち
ん
と
一
致
さ
せ
、
二
音

目
に
つ
い
て
は
近
似
す
る
音
の
漢
字
で
済
ま
す（
二
音
目
の
韻
尾
を
別
の
母
音
に
置
き
換
え

る
こ
と
で
正
確
な
音
が
復
元
さ
れ
る
）と
い
う
方
式
で
あ
る
。『
和
名
抄
』
の
郡
郷
名
の
場
合
、

約
四
六
〇
〇
件
＝
九
二
〇
〇
文
字
の
う
ち
、
延
べ
で
一
六
八
例（
１
・
８
％
）に
こ
の
手
法
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
一
字
目
の
事
例（
一
一
六
例
）で
は
、内
訳
は
＋
ａ（
三
八
）、＋
ｉ（
二
四
）、

＋
ｕ（
四
二
）、
＋
ｅ（
二
）、
＋
ｏ（
一
〇
）と
な
っ
て
い
る
。
二
字
目
の
事
例（
五
二
例
）で
は
、

同
じ
く
＋
ａ（
一
二
）、
＋
ｉ（
二
九
）、
＋
ｕ（
六
）、
＋
ｅ（
〇
）、
＋
ｏ（
五
）と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
読
み
手
に
は
二
音
目
の
母
音
を
ａ
・
ｉ
・
ｕ
の
い
ず
れ
か
に
置

き
換
え
る
こ
と
で
、
既
知
の
別
の
言
葉
を
確
認（
＝
本
来
の
音
を
復
元
）す
る
作
業
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
益
必
」
の
場
合
、
ま
ず
「
益
」
に
は
、
Ｙ
ａ
Ｋ
ｕ（
呉
音
）

→
Ｙ
ａ
Ｋ
ｅ
と
い
う
処
理
を
施
す
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
和
名
抄
』
の
他
の
事

例
を
見
る
限
り
、
ｋ
韻
尾
を
＋
ｅ
で
処
理
す
る
事
例
は
存
在
し
な
い
。
二
合
仮
名
の
全
体
を

見
て
も
、
計
2
例
し
か
見
い
だ
せ
な
い
破
格
の
表
記
法
と
い
え
る
。
つ
ぎ
に
「
必
」
に
は
、

Ｈ
ｉ
Ｔ
ｉ（
呉
音
）→
Ｈ
ｉ
Ｔ
ｏ
と
い
う
処
理
を
施
す
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
韻
尾
に
＋

ｏ
の
事
例
も
非
常
に
少
な
く
、
全
体
の
一
割
に
満
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
ヤ
ケ
ヒ
ト
」
と

い
う
付
訓
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
母
音
の
加
え
方
が
異
例
で
原
音
の
復
元
が
困
難
な
う
え
、

二
文
字
と
も
に
二
合
仮
名
を
使
う
と
い
う
異
例
の
表
記
方
式
を
採
る
の
が
「
益
必
」
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う（
原
音
を
認
識
し
て
い
る
人
以
外
に
は
、
正
し
い
読
み
を
類
推
で
き
ま
い
）。

　

ち
な
み
に
周
防
国
内
の
郷
名
で
、
ほ
か
に
二
合
仮
名
を
用
い
て
い
る
の
は
「
達
良
」（
佐

波
郡
）だ
が
、
こ
こ
で
は
一
文
字
目
の
み
に
ｔ
韻
尾
＋
ａ
と
い
う
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
を
当

て
て
い
る
。
こ
の
表
記
は
木
簡
に
も
見
え
る（「
達
良
君
」）し
、
同
名
郷
は
安
房
国
平
群
郡
に

も
み
え
両
郷
と
も
に
「
多
々
良
」
の
異
表
記
を
併
存
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
、
汎
用
性
の
高
い

二
字
表
記
と
考
え
て
よ
く
、「
益
必
」
の
事
例
と
同
日
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

　

な
お
付
言
し
て
お
く
が
、「
ヤ
ケ
ヒ
ト
」
と
い
う
地
名
に
「
益
必
」
と
い
う
漢
字
表
記
を

宛
て
た
人
物
は
、
選
字
の
姿
勢
に
変
わ
っ
た
こ
だ
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
と
は
い
え
、
文
字
に
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つ
い
て
の
素
養
が
低
く
て
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
生
じ
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い（
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、「
お
わ
り
に
」
で
再
論
す
る
）。
た
と
え
ば
「
必
」
字
は
、
音
仮
名
と
し
て
用
い
る

場
合
、「
ヒ（
甲
類
）」
で
あ
り
、「
人
」（
ヒ（
甲
類
）＋
ト
）を
表
記
す
る
際
に
、
上
代
特
殊
仮

名
遣
い
の
ル
ー
ル
を
踏
ま
え
た
適
切
な
選
択
で
あ
る
。
と
は
い
え
妙
な
工
夫
を
凝
ら
さ
ず
に
、

「
ヤ
ケ
」
を
表
記
す
る
際
に
は
、
類
例（
大
宅
・
大
家
・
三
宅
・
御
宅
・
小
宅
・
下
宅
）に
基

づ
い
て
「
宅
」・「
家
」
な
ど
と
、
ま
た
「
ヒ
ト
」
を
表
記
す
る
際
に
は
、
同
じ
く
類
例（
園
人
・

伎
人（
く
れ
ひ
と
）・
宍
人（
し
し
ひ
と
）・
良
人（
よ
し
ひ
と
））に
基
づ
い
て
「
人
」
と
表
記

す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
個
人
的
に
は
考
え
て
し
ま
う
。

　

最
後
に
、
郷
名
「
ヤ
カ
ヒ
ト
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本
地
理
志
料
』
が
「
家
人

部
の
居
所
」
と
指
摘
し
て
以
降
、『
防
長
地
名
淵
鑑
』
も
継
承
す
る
な
ど
、
こ
の
見
解
が
通

説
化
し
て
い
る（『
平
凡
社
』
ほ
か
）。
呼
称
に
「
ヤ
カ
」「
ヤ
ケ
」
を
含
む
氏
族
と
し
て
は
家

部
・
宅
部
・
家
人
部
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
中
国
・
九
州
地
方
に
集
中
的
に
分
布
し
て

い
る
。
そ
の
名
称
の
由
来
は
「
ヤ
ケ
ヒ
ト
は
ヤ
ケ
―
ヒ
ト（
宅
人
・
家
人
）の
意
」（

23
）、「

豪

族
に
属
し
た
部
民
に
由
来
す
る
氏
族
」（『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』「
宅
部
氏（
や
か
べ
し
）」

項
）な
ど
と
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
氏
族
名
は
と
も
か
く
、
郷
名
に
ま
で
な
る
よ
う
な
「
ヤ
ケ
ヒ
ト
」
が
特
定
の
氏
族

の
私
有
民
に
由
来
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
類
似
地
名
は
宅
部
郷（
肥
後
国
益
城
郡
）く
ら
い

し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
氏
族
に
仕
え
た
多
種
多
様
な
「
ヤ
カ
ベ
」
の
存
在
を
、

何
の
制
約
も
な
く
郷
名
に
反
映
で
き
た
と
す
れ
ば
、
全
国
に
お
い
て
こ
の
程
度
の
数
で
は
済

む
ま
い
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
同
じ
吉
敷
郡
の
仲
河
郷
に
御
厨（
一
〇
世
紀
）が
存

在
し
た
事
実
で
あ
る（
後
述
）。
つ
ま
り
吉
敷
郡
に
は
、
早
い
時
期（
郷
名
を
設
定
す
る
以
前

の
段
階
）か
ら
中
央
政
府
の
直
轄
地
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
吉
敷

郡
の
「
ヤ
ケ
ヒ
ト
」
と
は
中
央
と
直
接
関
係
を
結
ん
で
い
た
「
ヒ
ト
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

地
名
化
す
る
際
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
律
令
制
下
の
税
目
の
う
ち
、
吉
敷
郡
か

ら
は
調
が
塩
で
貢
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
調
の
納
入
に
当
た
っ
て
「
塩
」
が

指
定
さ
れ
た
地
域
は
、
全
国
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
の
う
ち
の
若
狭
国
遠
敷
郡
・
備
前

国
児
島
郡
な
ど
に
お
け
る
実
態
を
分
析
し
た
先
行
研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
三
家（
ミ
ヤ
ケ
）

里（
の
ち
の
郷
）に
居
住
す
る
三
家
人（
ミ
ヤ
ケ
ヒ
ト
）が
中
心
と
な
っ
て
、
製
塩
や
中
央
政

府
へ
の
貢
納
作
業
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（
狩
野 

一
九
七
〇
・
平
野 

一
九
八
五
・
舘
野 

一
九
九
六
）。
周
防
国
吉
敷
郡
の
場
合
も
、
郡
内
に
そ
の
よ
う
な
組
織
が

設
定
さ
れ
、
中
心
を
担
っ
て
い
た
の
が
「
益
必
」
郷
に
居
住
す
る
「
ヤ
カ
ヒ
ト
」
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
益
必
郷
の
比
定
地
に
つ
い
て
断
案
は
な
い
が
、
比
較
的
に
環
境
が
整
い
、
早
い
時
期

か
ら
開
発
が
進
ん
で
い
る
地
域
が
想
定
さ
れ
る
。
吉
敷
郡
の
「
ヤ
カ
ヒ
ト
」
の
仕
え
て
い
た

対
象
が
中
央
の
勢
力
で
あ
る
場
合
は
、
海
運
で
物
資
を
輸
送
し
や
す
い
沿
岸
部
に
お
け
る
展

開
を
想
定
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
具
体
的
な
根
拠
は
な
い
が
、
若
狭
国
な
ど
の
事
例
と
類

似
す
る
存
在
形
態
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
内
の
塩
業（
渡
辺 

一
九
九
四
・
八
木 

二
〇
〇
一
・

羽
鳥 

二
〇
一
三
）が
盛
ん
だ
っ
た
地
域
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
の
も
一
案
で

は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
八
千
郷
の
比
定
地
の
南
方
、
現
在
の
秋
穂
地
区
が
有
力
な
候
補
地

と
な
ろ
う（
24
）。

第
八
節　

広
伴
郷

　

先
ず
地
名
の
読
み
だ
が
、
古
代
の
事
例
の
場
合
、「
広
」
は
「
ひ
ろ
」
と
訓
読
す
る
事
例

ば
か
り
で（
広
瀬
・
広
田
・
広
岡
・
広
沢
な
ど
）、「
伴
」
も
「
と
も
」
と
訓
読
す
る
事
例
に

限
ら
れ
る（
伴
部
・
長
伴
・
伴
野
な
ど
）。
郷
名
「
広
伴
」
が
確
認
で
き
る
駿
河
国
安
倍
郡
・

陸
奥
国
伊
具
郡
・
周
防
国
吉
敷
郡
の
三
例
の
う
ち
で
も
、
駿
河
国
の
事
例
に
「
広
伴
〈
比
呂

止
毛
〉」（
急
本
・
高
本
）と
附
訓
さ
れ
た
り
、「
ヒ
ロ
ト
モ
」（
名
本
・
元
和
三
年（
一
六
一
七
）

刊
行
の
古
活
字
本
）と
傍
訓
が
付
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
他
国
の
事
例
も
「
ヒ
ロ
ト
モ
」

と
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

問
題
は
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
だ
が
、
周
防
国
の
事
例
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
『
防

長
地
名
淵
鑑
』
が
『
大
日
本
地
理
志
料
』
の
見
解
を
継
承
し
、
大
伴
氏
が
国
司
と
し
て
下
向

し
た
後
、
そ
の
子
孫
が
居
住
し
た
地
と
す
る
見
解
を
示
す
。
し
か
し
こ
の
想
定
は
、「
根
拠

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」（『
平
凡
社
』）。
そ
も
そ
も
郷
名
が
設
定
さ
れ
た
時
期
は
、
律
令
制

に
基
づ
く
国
司
制
度
の
施
行
草
創
期
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
国
司
土
着
や
子
孫
居
住
な
ど
が

発
生
す
る
余
地
は
な
く
、
思
い
つ
き
の
域
を
出
な
い
仮
説
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
比
定
地

に
つ
い
て
も
、
岐
波（『
大
日
本
地
理
志
料
』）・
椹
野
川
下
流（『
大
日
本
地
名
辞
書
』）な
ど
諸

説
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
郷
に
つ

い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

　

駿
河
国
安
倍
郡
の
広
伴
郷
に
つ
い
て
も
、
近
世
の
段
階
か
ら
大
伴
氏
と
の
関
係
を
想
定
す

る
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が（
原 

一
九
九
四
）、
こ
れ
に
し
て
も
「
伴
」
一
字
か
ら
想
像
を

広
げ
た
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
地
名
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
「
陸
奥
国
宇
多
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郡
長
伴
郷
、
同
国
伊
具
郡
広
伴
郷
、
駿
河
国
広
伴
郷（『
和
名
抄
』）の
「
長
」「
広
」
は
、
長

宗
我
部
・
香
宗
我
部（
土
佐
国
）と
同
類
で
、
一
種
の
区
別
的
称
呼
と
し
て
冠
し
た
」（
池
田 

一
九
七
七
）と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
中
世
以
降
の
表
記
法
を
古
代
前
期
に
適
用
す
る
論
法

は
説
得
力
に
欠
け
る
。
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
つ
い
て
は
、「
大
伴
氏
に
由
来
す
る
と
い
う

説
は
必
ず
し
も
絶
対
と
は
い
え
ず
、
ト
モ
が
何
か
の
地
形
を
表
わ
す
語
で
あ
る
可
能
性
も
あ

ろ
う
」（『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』）と
い
う
批
判
を
視
野
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

名
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
代
案
を
提
示
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か

の
地
名
辞
典
を
見
て
み
る
と
、
示
唆
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
民
俗
地

名
語
彙
事
典
』「
ヒ
ロ
」
項
は
「
低
地
の
地
名
に
ヒ
ロ
が
あ
る
。
…
ヒ
ロ
は
普
通
、
広
い
所

の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
広
の
つ
く
地
名
の
現
地
は
必
ず
し
も
広
い
と
は
い
え
な
い
。
…

ヒ
ロ
地
名
の
ほ
と
ん
ど
は
浸
水
被
害
の
歴
史
を
も
っ
て
お
り
、
…
低
地
か
広
い
土
地
か
を
見

き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
説
明
す
る
。

　

同
書
は
「
ト
モ
」
に
つ
い
て
も
、興
味
深
い
事
例
を
紹
介
す
る
。
一
つ
は
、「
広
く
連
な
っ

て
い
る
田
ん
ぼ
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
「
ト
モ
」、
こ
れ
は
岐
阜
・
三
重
よ
り
東
の
地
域
の

地
名
に
残
る
。
も
う
一
つ
は
九
州
を
中
心
と
す
る
地
域
の
地
名
で
、「
ト
モ（
塘
）は
、
元
来
、

水
を
堰
い
た
だ
け
の
池
の
こ
と
…
道
路
に
し
て
い
る
川
や
貯
水
池
な
ど
の
堤
防
を
九
州
で
ト

モ
と
い
う
が
、
開
拓
地
の
堤
防
を
も
ト
モ
と
い
う
」（

25
）。

二
つ
の
用
法
は
似
通
っ
て
お
り
、

お
そ
ら
く
は
水
利
作
業
と
関
連
す
る
何
ら
か
の
共
通
の
語
源
か
ら
派
生
し
た
地
名
な
の
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
事
例
に
よ
れ
ば
、「
ヒ
ロ
」
や
「
ト
モ
」
は
、
水
湿
に
関
係
す
る
地
名
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
周
防
国
の
場
合
、
具
体
的
な
遺
存
地
名
は
確
認
で
き
な
い
が
、
地
名
の
意
味

を
重
視
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
椹
野
川
・
仁
保
川
・
一
ノ
坂
川
の
合
流
す
る
地
点（
現
在
の
山

口
市
平
井
あ
た
り
）が
一
つ
の
想
定
地
と
な
り
う
る（
26
）。

そ
の
場
合
、
宇
努（
北
側
）八
田（
東

側
）・
八
千（
南
側
）・
賀
宝（
西
側
）に
囲
ま
れ
た
狭
い
範
囲
と
な
っ
て
し
ま
う
点
で
疑
問
も

生
じ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
山
口
盆
地
内
の
河
川
流
域
に
位
置
し
て
い
た
可
能
性
は
高
か
ろ

う
。

第
九
節　

仲
河
郷

　

仲
河
は
、
元
和
三
年（
一
六
一
七
）刊
行
の
古
活
字
本
に
「
ナ
カ
カ
ハ
」
と
傍
訓
が
付
さ
れ

て
い
る
が
、
古
写
本
に
は
読
み
が
み
え
な
い
の
で
、
他
の
類
似
の
地
名
か
ら
読
み
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
仲
」
は
、
仲
村
・
仲
津
・
仲
川
な
ど
訓
で
読
む
事
例
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
「
河
」
は
、
河
内
国
・
三
河
国
を
は
じ
め
「
か
わ
」（
訓
）と
読
む
事
例
が
多
数

で
あ
り
、
駿
河
国
の
よ
う
に
「
ガ
」（
呉
音
）と
読
ん
だ
り
、
多
河
郷（
山
城
国
綴
喜
郡
）の
よ

う
に
「
カ
」（
漢
音
）と
読
む
事
例
も
散
見
は
さ
れ
る
と
い
う
程
度
で
あ
る（
多
可
郷
の
場
合
、

「
多
河
」（
急
本
）・「
多
可
」（
高
本
）の
ほ
か
、「
高
」（『
万
葉
集
』
二
七
七
番
歌
）な
ど
と
も

表
記
す
る
）。

　

と
す
れ
ば
、
古
活
字
本
の
よ
う
に
「
ナ
カ
カ
ハ
」
と
読
ん
で
よ
い
か
と
い
う
と
、
必
ず
し

も
そ
の
よ
う
に
断
定
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
和
名
抄
』
に
見
え
る
「
中
○
」「
仲
○
」

と
い
う
地
名（
た
と
え
ば
中
家
・
中
山
・
中
井
・
中
間
・
中
屋
な
ど
）の
多
く
は
、
木
簡
な
ど

の
関
連
史
料
に
見
え
る
異
表
記
に
よ
れ
ば
「
な
か
つ
○
」
と
読
む
べ
き
地
名
と
判
断
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る（「
つ
」
は
上
代
の
格
助
詞
で
、「
ま
つ
げ
」（
目
の
毛
）の
よ
う
に
用
い
る
）。

　

こ
の
点
を
、「
な
か
つ
が
わ
」
と
読
む
可
能
性
の
あ
る
郷
名（
周
防
の
事
例
を
除
い
て
二
例
）

で
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
仲
川
」（
大
隅
国
桑
原
郡
）の
場
合
、『
和
名
抄
』
に
「
仲
川
〈
国

用
中
津
川
三
字
〉」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、「
な
か
つ
が
わ
」
と
い
う
地
名
に
好
字
二
字
を
適

用
し
た
結
果
、「
仲
川
」
の
二
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
背
景
が
確
認
で
き

る
。つ
ぎ
に「
中
川
」（
播
磨
国
佐
用
郡
）の
場
合
、故
地
と
比
定
さ
れ
る
新
宿（
佐
用
郡
佐
用
町
）

付
近
で
発
見
さ
れ
た
嘉
慶
二
年（
一
三
八
八
）の
年
紀
を
持
つ
宝
篋
印
塔
の
側
面
に「
播
磨
国
」

「
中
津
河
」
の
銘
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
な
か
つ
が
わ
」
と
読
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る（
高
橋 

一
九
九
五
）。
以
上
の
よ
う
な
傍
証
か
ら
、
周
防
国
の
場
合
も
「
な
か
つ
が
わ
」

と
読
ん
で
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
の
で
、
近
世
の
古
活
字
本
の
傍
訓
を
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
播
磨
国
の
中
川
の
事
例
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
「
中
川
里
〈
土
上
中
〉
所
三
以
名
二
仲
川
一
者（
仲
川
里
〈
土
は
上
の
中
な
り
〉　

仲

川
と
名
づ
く
る
所
以
は
）
…
故
、川
号
二
仲
川
里
一（
故
に
、川
あ
れ
ば
仲
川
里
と
号
す
）」（『
播

磨
国
風
土
記
』
讃
容
郡
）と
あ
り
、
大
き
な
川（
佐
用
川
）が
流
れ
て
い
た
こ
と
が
里
名（
の
ち

の
郷
名
）の
由
来
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
う
し
た
類
例
か
ら
す
れ
ば
、
周
防
国
の
事
例
も
、
川
と
関
連
す
る
地
名
で
あ
る
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い（「
中
川
」
と
書
け
ば
よ
い
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
仲
河
」
と
書
く
あ
た

り
、
吉
敷
郡
の
他
の
郷
名
と
同
じ
く
大
仰
な
印
象
は
否
め
な
い
が
）。
ま
ず
は
先
行
研
究
が
、

仲
河
郷
を
ど
こ
に
比
定
し
て
い
る
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
近
世
末
期
の
『
注
進
案
』（
御
堀

村
）で
は
、
氷
上
川（
仁
保
川
の
下
流
部
分
の
呼
称
）の
下
流
部
分
を
「
中
川
」
と
称
し
て
い

る
。
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
地
名
淵
鑑
』
は
「
仁
保
川
の
末
今
も
中
川
と
云
ひ
、
中
川
と
問
田
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川
に
て
挟
め
る
地
を
も
中
川
と
名
づ
け
、
中
川
に
中
川
橋
あ
り
。
是
等
皆
仲
河
郷
名
の
遺
な

り
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
中
川
の
地
名
が
残
る
地
点（
現
在
の
大
内
御
堀
）を
中
心
に
仲
河
郷

の
故
地
を
比
定
し
、
こ
の
見
解
は
辞
典
類
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る（『
平
凡
社
』・『
角
川
』）。

　

し
か
し
、
こ
の
比
定
は
大
き
な
誤
り
で
は
な
い
に
し
ろ
、
範
囲
を
狭
め
す
ぎ
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
「
な
か
つ
が
わ
」
と
は
、
地
名
研
究
に
お
け
る
成
果
に
よ
れ
ば
、「
ナ
カ（
中
）・
ツ
・

カ
ハ（
川
）で
、ツ
は
古
い
助
詞
。
三
本
並
ん
で
い
る
川
の
中
央
の
川
の
流
域
に
あ
た
り
、「
真

ん
中
の
川
」
の
意
で
川
の
呼
び
名
」
で
あ
り（『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』「
な
か
つ
が
は
」
項
）、

こ
の
こ
と
は
御
薗
自
身
が
「
仁
保
川
は
三
川
の
中
央
な
れ
ば
中
川
と
名
づ
く
」（『
防
長
地
名

淵
鑑
』）と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

か
つ
て
「
仲
河（
中
川
）」
と
は
、
西
か
ら
順
に
椹
野
川
・
仁
保
川
・
問
田
川
と
並
ぶ
な

か
、
現
在
の
仁
保
川
の
全
体（
下
流
域
の
氷
上
川
や
中
川
の
部
分
を
含
む
）を
指
す
呼
称
だ
っ

た
。「
仲
河
の
名
は
、問
田
川
と
椹
野
川（
天
神
川
）と
の
中
間
に
あ
る
仁
保
川
の
古
名
で
あ
っ

た
と
み
て
よ
い
。
よ
っ
て
そ
の
仲
河
の
流
域
に
存
在
す
る
村
が
仲
河
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

大
内
の
長
野
か
ら
上
、
仁
保
の
北
部
ま
で
の
総
称
が
仲
河
で
あ
っ
た
」（
内
田 

一
九
八
七
）

と
考
え
る
べ
き
で
、
仲
河
郷
と
は
現
在
の
仁
保
地
域
の
全
体
を
指
す
地
名
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

な
お
平
安
中
期
の
史
料
で
、
都
の
清
胤
王
か
ら
任
期
終
了
後
も
任
国
に
留
ま
っ
て
い
た
前

周
防
守
へ
送
ら
れ
た
書
状
の
な
か
に
「
長
嶋
・
仲
河
・
小
江
・
竃
門
四
箇
御
厨
」（「
康
保
三

年（
九
六
六
）五
月
三
日 

清
胤
王
書
状
」『
平
安
遺
文
』
二
九
〇
）い
う
記
載
が
あ
る（
27
）。

こ

れ
に
よ
れ
ば
、
一
〇
世
紀
の
仲
河
郷
に
は
宮
内
省
内
膳
司
の
管
轄
す
る
「
御
厨
」
が
存
在

し
、
中
央
に
贄（
ニ
へ
）を
貢
納
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る（
28
）。

つ
ま
り
、
こ
の
地

に
は
中
央
の
政
府
機
構
と
直
接
つ
な
が
り
を
持
つ
勢
力（
贄
人
た
ち
）が
存
在
し
た
こ
と
に
な

る
。
源
平
合
戦
の
後
、
西
遷
御
家
人
と
し
て
平
子（
三
浦
）氏
が
仁
保
荘
に
入
部
し
て
く
る
ま

で
、
吉
敷
郡
内
で
彼
ら
が
そ
れ
な
り
に
大
き
な
発
言
権
を
行
使
し
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ

れ
よ
う（
29
）。

第
十
節　

浮
囚
郷

　
「
俘
囚
」
と
は
、
エ
ミ
シ（
古
代
の
東
北
地
方
の
住
民
）の
う
ち
で
中
央
政
府
に
帰
順
し
た

人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
そ
の
一
部
を
全
国
各
地
に
強
制
移
住
さ
せ
、
移
住
先
に
浮

囚（
俘
囚
）の
地
名
が
残
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
周
防
国
内
で
は
、
た
と
え
ば
藤
生（
ふ
じ
ゅ
う
、

岩
国
市
）が
そ
の
故
地
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る（
30
）。

ま
た
吉
敷
郡
に
「
浮
囚
」
郷
が
あ
っ

た
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る（
31
）。

　

周
防
国
の
浮
囚
郷
の
所
在
に
つ
い
て
、
か
つ
て
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
地
名
淵
鑑
』
は
、
近

藤
清
石
の
見
解
も
踏
ま
え
つ
つ
、
椹
野（
ふ
し
の
）川（
32
）と

い
う
呼
称
が
「
俘
囚
」
の
訛
り

で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
、
沿
岸
に
あ
っ
た
臥
附（
山
口
市
小
郡
上
郷
）・
節
・
伏
付（
山
口

市
平
川
）な
ど
の
地
名
に
も
注
目
し
て
い
る
。
た
だ
し
御
薗
生
の
「
椹
野
＝
俘
囚
野
」
説
に

対
し
て
は
、
俘
囚
の
全
国
へ
の
配
置
が
始
ま
っ
て
い
な
い
奈
良
時
代
の
段
階
で
、
吉
敷
郡
に

「
椹
野
」
地
名
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
否
定
的
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い

る（
下
向
井 

二
〇
〇
八
）。

　

こ
の
よ
う
に
浮
囚
郷
の
所
在
は
不
明
だ
が
、
従
来
か
ら
開
発
が
進
ん
で
人
口
密
度
の
高
い

地
域
は
、
避
け
て
設
定
さ
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
内
陸
の
空
閑
地
に
加

え
て
、
沿
岸
部
の
う
ち
で
生
産
力
の
低
い（
＝
平
地
の
少
な
い
）地
域
も
候
補
と
し
て
考
え

る
必
要
は
あ
る（
33
）。

比
定
地
を
判
断
で
き
る
情
報
は
皆
無
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
消
去
法
で
、

他
の
郷
が
比
定
さ
れ
て
い
な
い
現
在
の
小
鯖
地
区（
山
口
市
）に
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
て

お
く（
34
）。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
吉
敷
郡（
現
在
の
山
口
市
＋
宇
部
市
の
一
部
）に
所
在
し
た
古
代
の
郷
名

を
取
り
上
げ（
神
前
郷
を
除
く
）、
名
称
の
由
来
や
比
定
地
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き

た
。
作
業
の
過
程
で
感
じ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
当
郡
の
郷
名
に
は
、
意
図
的
に
仰
々
し
い
漢

字
が
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
後
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　

律
令
制
下
に
お
い
て
、
公
文
書
を
作
成
す
る
際
に
用
い
る
「
大
字
」
表
記
で
は
、
地
名
表

記
に
止
ま
ら
ず
、
全
体
に
見
栄
え
の
よ
い
文
字
を
用
い
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
と
は
い
え
吉
敷

郡
の
事
例
は
、
一
般
的
な
表
記
の
傾
向
を
越
え
て
、
そ
う
し
た
指
向
性
が
強
く
見
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
「
宇
努
」
は
、
通
例
か
ら
す
れ
ば
「
宇
野
」
と
表
記
す
れ
ば
済
む
事
例
で
あ
り
、

「
の
」
を
わ
ざ
わ
ざ
「
努
」
と
表
記
す
る
の
は
、
全
国
的
に
も
少
数
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し

た
通
り
で
あ
る
。「
や
ち
」
を
「
八
千
」
と
す
る
の
も
、
た
と
え
ば
「
矢
知（
智
）」
で
も
よ

い
は
ず
で
、
読
み
や
す
さ
よ
り
も
文
字
の
意
味
重
視
の
選
字
を
し
た
結
果
と
い
え
る（

35
）。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
複
雑
な
字
形
を
選
択
す
る
傾
向
に
も
繋
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

「
仲
河
」（
計
一
四
画
）の
場
合
、
播
磨
国
佐
用
郡
中
川
郷
の
よ
う
に
「
中
川
」（
計
七
画
）と

表
記
す
れ
ば
、
半
分
の
画
数
で
済
む
。「
益
必（
ヤ
ケ
ヒ
ト
）」
の
場
合
も
、「
益
」（
一
〇
画
）
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＋
「
必
」（
五
画
）で
は
な
く
「
宅
」（
六
画
）＋
「
人
」（
二
画
）と
書
け
ば
半
分
の
画
数
で
済

む
。「
多
宝
」・「
賀
宝
」
の
場
合
も
、「
寶
」（
二
〇
画
）で
は
な
く
「
保
」（
九
画
）と
書
け
ば

半
分
以
下
の
画
数
で
済
む
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
選
字
の
傾
向
が
、
周
防
国
の
他
郡
で
強
く
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
郷
名

に
当
て
る
漢
字
の
選
定
作
業
は
、
郡
単
位
で
原
案
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

『
和
名
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
多
く
の
郡
・
郷
名
表
記
は
、
和
銅
六
年（
七
一
三
）の
好
字
へ
の

変
換
指
示
に
基
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
郡
内
の
郷
名
表
記
の
う
ち

で
も
、
奈
良
期
の
う
ち
に
失
わ
れ
た
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
益
必

（
や
か
ひ
と
）・
宇
努（
う
の
）な
ど
の
存
在
を
踏
ま
え
る
と
、
奈
良
期
の
選
定
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
と
す
れ
ば
八
世
紀
初
頭
の
段
階
の
吉
敷
郡
衙
に
は
、『
字
書
』
の
た
ぐ
い
を
見
な

が
ら
漢
字
表
記
の
適
否
に
関
し
て
、
自
律
的
に
判
断
し
う
る
高
度
な
識
字
能
力
を
持
っ
た
官

人
が
勤
務
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

吉
敷
郡（

36
）の

郡
衙
所
在
地
に
関
す
る
有
力
な
情
報
は
存
在
し
な
い
が
、
当
時
の
山
口
盆

地
内
に
お
け
る
識
字
水
準
を
考
え
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
が
「
八
世
紀
の
土
器
と
共
伴
」（
横

山 

二
〇
一
六
）し
た
音
義
木
簡
で
あ
る
。
地
域
・
時
期
に
よ
る
偏
差
も
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し

た
遺
物
の
存
在
は
、
律
令
制
施
行
期
に
お
け
る
吉
敷
郡
に
お
け
る
地
方
官
人
の
素
養
の
高
さ

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

注
：

（
1
）　

以
下

　
　
　
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
六 

山
口
県
』
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年（
→
『
平
凡
社
』）

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
三
五 

山
口
県
地
名
大
辞
典
』
角
川
書
店
、一
九
八
八
年（
→

『
角
川
』）

長
州
藩
編
／
山
口
県
文
書
館
翻
刻
『
防
長
風
土
注
進
案
』
山
口
県
立
図
書
館
、

一
九
六
〇
年（
→
『
注
進
案
』）

『
山
口
県
史 

通
史
編 

原
始
古
代
』
山
口
県
、
二
〇
〇
八
年（
→
『
県
史
』）

鏡
味
完
二
『
日
本
の
地
名
』
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年（
→
鏡
味
『
日
本
の
地
名
』）

松
尾
俊
郎
『
日
本
の
地
名
―
歴
史
の
な
か
の
風
土
―
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
六

年（
→
松
尾
『
日
本
の
地
名
』）

の
よ
う
に
略
称
す
る
。

（
2
）　

こ
れ
ら
の
郷
名
に
つ
い
て
、
池
辺 

一
九
八
一
は
「
八
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
、

こ
と
に
九
世
紀
」
の
実
態
を
反
映
し
た
記
載
と
指
摘
す
る
。
な
お
『
和
名
抄
』
未
載
の

「
吉
敷
郷
」
の
存
在
を
想
定
す
る
論
も
あ
る
が（『
日
本
地
理
志
料
』・『
防
長
地
名
淵
鑑
』・

高
橋 

一
九
七
七
ほ
か
）、
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る（
八
木 

一
九
八
三
）。
実
際
、
た
と
え

ば
山
口
県
内
だ
け
見
て
も
、
大
嶋
郡（
周
防
国
）に
大
嶋
郷
は
な
く
、
豊
浦
郡
・
大
津
郡

（
長
門
国
）に
も
郡
名
郷
は
存
在
し
な
い
。
郡
名
郷
・
郡
家
郷
な
ど
が
す
べ
て
の
郡
に
設

置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、『
和
名
抄
』
を
一
覧
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
3
）　

二
十
巻
本
『
和
名
抄
』
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
池
辺 

一
九
八
一
・
馬
渕 

一
九
七
三
・
同 

二
〇
〇
八
の
ほ
か
、
天
理
図
書
館 

一
九
七
一
・
古
辞
書
叢
刊
刊
行
会 

一
九
七
三
・
名
古
屋
市
立
博
物
館 

一
九
九
二
を
参
照
。
写
本
系
統
に
つ
い
て
は
、
宮

沢 

一
九
七
六
な
ど
も
参
照
。
配
列
に
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
先
行
研
究
も
あ
る

が
、
現
時
点
で
は
十
分
な
論
証
を
伴
っ
た
仮
説
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
。
諸
本
に
お
け

る
郷
名
配
列
の
違
い
に
つ
い
て
は
、不
破 

一
九
九
六
を
参
照
。
な
お
写
本
に
つ
い
て
は
、

天
理
図
書
館
本
を
「
高
本
」、
大
東
急
記
念
文
庫
本
を
「
急
本
」、
名
古
屋
市
立
博
物
館

本
を
「
名
本
」
と
呼
称
す
る
。

（
4
）　

な
お
地
名「
ほ
」を
表
記
す
る
際
は「
保
」・「
穂
」、「
お
」を
表
記
す
る
際
は「
小
」「
尾
」

「
麻
」「
飫
」「
雄
」
な
ど
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
賀
宝
」
項
で
再
論
す
る
。

（
5
）　

山
口
県
で
、「
垰
」
を
「
た
お
」
と
読
み
、
垰
越
・
越
垰
・
大
垰
の
よ
う
に
、「
峠
」

の
意
で
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
直
良 

一
九
七
六
も
参
照
。

（
6
）　

高
橋 

一
九
七
九
は
、「
大
峠（
オ
オ
タ
オ
）　

山
口
市
吉
敷
か
ら
美
祢
郡
へ
越
す
と
こ

ろ
、
す
な
わ
ち
周
防
・
長
門
の
国
境
に
あ
る
大
峠
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
」
と
す

る（
山
口
市
吉
敷
）。
こ
の
ほ
か
、
す
こ
し
北
方
に
別
ル
ー
ト
で
長
門
国
阿
武
郡
に
抜
け

る
道
が
あ
り
、
そ
の
最
高
峰
に
「
大
垰
」
と
い
う
地
名
が
残
る（
山
口
市
宮
野
下
）。

（
7
）　

現
存
名
字
・
地
名
の
「
八
田
」
の
多
く
は
「
は
た
」・「
は
っ
た
」
と
読
む
の
が
通
例

だ
が
、
こ
れ
は
「
秦
」
の
二
文
字
表
記
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
地
名
の
「
八
田
」
は
加

賀
国
江
沼
郡
・
能
登
国
能
登
郡
の
事
例
で
中
世
の
「
八
田
郷
」
へ
、
丹
波
国
何
鹿
郡
の

事
例
で
中
世
の「
八
田
荘
」へ
表
記
上
も
連
続
す
る
が
、お
お
よ
そ
は「
や
た
」と「
は
た
」

の
区
別
の
必
要
も
あ
っ
て
か
、
中
世
以
降
、
邑
楽
郡
八
田
郷（
→
谷
田
／
矢
田
）・
三
河

国
幡
豆
郡（
→
矢
田
）・
備
後
国
下
道
郡（
→
矢
田
）の
よ
う
に
別
表
記
へ
と
変
更
さ
れ
る
。

（
8
）　
『
和
名
抄
』
急
本
は
大
半
の
訓
注
を
万
葉
仮
名
の
み
で
表
記
し
て
い
る
が
、
高
本
で

は
万
葉
仮
名
と
片
仮
名
が
混
在
す
る
。
ま
た
名
本
は
、
一
貫
し
て
片
仮
名
を
傍
訓
形
式

で
付
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
つ
い
て
、
名
本
の
傍
訓
は
高
本
系
写
本
の
訓
注
を
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片
仮
名
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る（
蜂
矢 

二
〇
一
四
）。
古
活
字
本
に

見
え
る
片
仮
名
表
記
の
附
訓
も
、
漢
字
表
記
の
附
訓
よ
り
後
次
的
に
発
生
し
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
の
で
、
判
断
の
際
は
二
次
的
な
材
料
と
す
る
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
9
）　

こ
の
外
、「
ヤ
タ
」地
名
に
は「
矢
田
寺
・
矢
田
地
蔵
に
ち
な
ん
だ
」事
例
も
あ
る
が（
鏡

味
『
地
名
の
語
源
』）、本
稿
の
問
題
と
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、検
討
せ
ず
に
す
ま
す
。

（
10
）　
「
大
内
」
は
、「（
1
）深
く
入
り
込
ん
だ
山
奥
の
谷
。（
2
）や
や
大
き
い
谷
、
ま
た
は

盆
地
」（
鏡
味『
日
本
の
地
名
』・『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』）と
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

本
来
は
「
八
田（
矢
田
）」
と
起
源
の
異
な
る
地
名
で
あ
る
。

（
11
）　

郷
名
へ
の
付
訓
率
33
・
6
％
は
、
国
名
85
・
3
％
、
郡
名
80
％
と
比
べ
て
「
極
め
て

低
い
」（
古
活
字
本
に
よ
る
分
析
）。
訓
の
有
無
が
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
傾
向

も
踏
ま
え
る
と
、
と
く
に
郷
名
へ
の
付
訓
は
「
当
初
は
ほ
ん
の
一
部
に
し
か
行
わ
れ
ず
、

か
な
り
時
期
を
へ
て
、
恐
ら
く
は
別
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
」
可
能
性
が
高
い

（
歌
川 

一
九
六
九
）。
万
葉
仮
名
に
よ
る
付
訓
と
片
仮
名
に
よ
る
付
訓
、
あ
る
い
は
割

注
形
式
の
付
訓
と
傍
書
形
式
の
付
訓
は
、
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
資
料
あ
る
い
は
記
入
主
体
が

異
な
る
可
能
性
も
あ
り
、『
和
名
抄
』
郡
郷
部
が
完
成
形
態
を
採
っ
て
い
な
い
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
二
十
巻
本
の
主
要
写
本
に
お
け
る
郷
数
と
附
訓
数
に
つ
い
て
は
、
不
破 

一
九
九
六
も
参
照
。

（
12
）　

高
本
に
は
、郷
名
へ
の
附
訓
で
漢
字
・
仮
名
の
混
在
す
る
事
例
も
あ
る
。た
と
え
ば「
宗

我
〈
曽
加
ヘ
〉」（
土
佐
国
香
美
郡
）・「
宗
部
〈
曽
加
ヘ
〉」（
土
佐
国
長
岡
郡
）・「
曽
我

〈
曽
加
ヘ
〉」（
筑
前
国
早
良
郡
）・「
出
部
〈
伊
豆
ヘ
〉」（
紀
伊
国
那
珂
郡
）な
ど
で
あ
る
。

（
13
）　

な
お
蜂
矢 

二
〇
一
四
は
、「
吉
敷
郡
「
宇
努
」
は
、
ラ
が
不
審
で
、
ノ
の
誤
り
か
」

と
す
る
。

（
14
）　
「
ヌ
と
甲
類
ノ
の
音
価
の
差
、
お
よ
び
こ
れ
を
表
記
す
る
漢
字
の
原
音
に
つ
い
て
は

か
な
り
微
妙
な
問
題
が
あ
り
、
特
に
「
奴｣

は
、
ヌ
と
甲
類
の
ノ
と
に
共
有
さ
れ
て
い

た
」（『
時
代
別
国
語
辞
典 

上
代
編
』）と
さ
れ
る
の
で
、「
奴
」
と
音
通
す
る
「
努
」
も

「
ヌ
」
と
「
ノ
」（
甲
類
）を
両
方
表
記
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
な
お
１
例
の
み
「
久
努
」

を
「
久
度
」（
急
本
）、
つ
ま
り
「
努
」
を
「
ド
」（
漢
音
）と
読
む
事
例
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
漢
音
で
読
む
場
合
、「
宇
努
」は「
有
度
」郡（
駿
河
国
）と
同
じ
読
み
に
な
る
。「
有

度
」
を
「
う
ど
」
と
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、「
宇
止
」（「
東
舞
歌
章
」『
朝
野
群
載
』
巻

二
一
）と
い
う
別
表
記
か
ら
確
認
で
き
る
。

（
15
）　

な
お
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
は
、
発
音
を
重
視
し
な
い
木
簡
な
ど
の
場

合
、
表
記
の
厳
密
さ
を
欠
く
傾
向
に
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
軽
部 

二
〇
一
九
な
ど
を
参
照
。

（
16
）　

池
田 

一
九
七
七
・『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』
な
ど
。
な
お
後
者
は
、「
ウ
ヌ
」
に
つ

い
て
も
「
ウ
ノ
と
同
じ
く
「
野
」
の
意
の
地
名
」
と
す
る
。

（
17
）　

な
お
佐
波
郡
の
国
府
周
辺
地
域
に
は
、
一
四
世
紀
以
降
の
古
文
書
で
「
大
道
」
と
い

う
地
名
や
道
名
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
現
在
の
「
台
道
」
に
転
訛
し
た
と
考
え

る
余
地
は
あ
る
。

（
18
）　

松
尾
『
日
本
の
地
名
』・『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』。
な
お
後
者
に
よ
れ
ば
、
列
島
中

心
部
に
は
見
え
ず
、
東
日
本
と
中
国
西
部
・
四
国
南
部
・
九
州
な
ど
に
周
圏
的
に
散
在

す
る
地
名
ら
し
い
。

（
19
）　

防
府
市
の
三
田
尻
周
辺
に
華
浦（
か
ほ
）と
い
う
地
名
が
残
る
が
、
近
世
の
埋
め
立
て

地
を
含
ん
で
お
り
、該
当
す
る
可
能
性
は
な
か
ろ
う
。な
お『
山
口
県
風
土
誌 

八
』の「
本

村
、佐
山
・
東
西
の
岐
波
一
郷
に
て
、和
名
鈔
に
見
る
賀
宝
郷
な
る
が
」（「
井
関
村
」
項
）

と
い
う
想
定
が
、
も
っ
と
も
具
体
的
な
地
域
比
定
で
あ
る
。

（
20
）　

該
当
箇
所
は
底
本（
至
徳
二
年（
一
三
八
五
）の
転
写
本
）で
空
白（
一
～
二
文
字
分
）に

な
っ
て
お
り
、
原
本
の
「
湿
二
損
雨
露
一
、
多
失
二
文
字
一
」（
奥
書
）と
い
う
状
況
を
示

し
て
い
る
。

（
21
）　

蜂
矢 

二
〇
一
四
は
「「
益
必
」
の
マ
ケ
は
、
訓
マ
ス
「
益
」
に
影
響
さ
れ
た
誤
り
」

と
す
る
。

（
22
）　
「
や
」
を
複
数
の
漢
字
で
表
記
す
る
現
象
に
、
音
価
上
の
違
い
を
認
め
る
必
要
は
な

い
。
蜂
矢 

二
〇
一
五
に
よ
れ
ば
、「
や
」を
表
記
す
る
際
、急
本
で
は「
也（
一
五
〇
例
）」

が
多
い
が
、「
夜（
三
四
例
）」
も
あ
る
。
高
本
で
は
「
也（
五
一
例
）」「
夜（
三
五
例
）」
と
、

「
也
」
の
方
が
多
い
と
い
う
。
一
方
、
佐
藤 

一
九
八
四
は
、
巻
毎
の
字
母
の
利
用
傾
向

を
検
討
し
た
う
え
で
、
高
本
で
「
や
」
を
表
記
す
る
際
に
「
也
」
字
を
用
い
る
事
例
は

巻
六
～
九（
つ
ま
り
国
郡
郷
部
）の
み
に
集
中
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
傾
向

は
、『
和
名
抄
』
に
お
け
る
国
郡
郷
部
の
特
異
性
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。

（
23
）　

吉
田 

一
九
七
六
。
な
お
吉
田
の
指
摘
の
う
ち
、「
家
部
が
ヤ
カ（
ヤ
ケ
）の
ベ
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
ヤ
ケ
が
単
な
る
施
設
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
機
能
を
も
つ
機
関
・
経
営
体

で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ヤ
カ
ベ
に
関
す
る
史
料
を
拾
う
と
、
…
周
防
国
吉
敷

郡
に
は
「
益
必
」（
ヤ
ケ
ヒ
ト
）郷
が
あ
っ
た
が
、
ヤ
ケ
ヒ
ト
が
集
住
し
て
い
た
地
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
ヤ
カ
ベ
・
ヤ
ケ
ヒ
ト
の
個
々
の
実
態
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
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い
が
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
形
で
ヤ
ケ
に
属
す
る
人
々
（
ま
た
は
そ
の
子
孫
）で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
参
考
に
な
る
。

（
24
）　

吉
松 

一
九
六
九
は
、「
や
け
ひ
と
」
→
「
あ
け
ひ
と
」
→
「
あ
き
ほ
」
→
「
あ
い
お
」

と
変
化
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
。
興
味
深
い
仮
説
だ
が
、
よ
り
綿
密
な
論
証
が
必
要

だ
ろ
う
。

（
25
）　

杉
本 
一
九
九
四
に
よ
れ
ば
、「
も
と
も
と「
塘
」は
、「
土
手
」「
堤
防
」を
意
味
す
る
が
、

…
「
土
居
」
同
様
、
干
拓
地
の
新
旧
・
位
置
を
示
す
揚
合
も
多
く
み
ら
れ
る
」
と
い
う
。

（
26
）　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
、「
平
井
」
を
「
広
伴
」
の
遺
存
地
名
と
見
な
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。「
平
井
」
は
遅
く
と
も
一
二
世
紀
に
は
存
在
が
確
認
で
き
る
地
名
な
の
で

（『
平
安
遺
文
』
二
三
七
五
）、
広
伴（
古
代
）→
平
井（
中
世
以
降
）と
い
う
直
接
の
変
化

を
主
張
す
る
の
は
躊
躇
さ
れ
る
。

（
27
）こ
の
「
中
河
」
に
つ
い
て
「
佐
河
」（
熊
毛
郡
）の
「
誤
写
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
が

（『
上
関
町
史
』・
田
村 

一
九
七
三
）、
こ
の
史
料
は
正
文
な
の
で
誤
写
は
発
生
し
得
な
い
。

ま
た
誤
写
と
す
る
根
拠
も
不
分
明
で
あ
る
。
こ
の
種
の
判
断
に
は
、
よ
り
厳
密
さ
が
求

め
ら
れ
よ
う
。

（
28
）御
厨
は
内
膳
司
の
所
管
で
、
天
皇
へ
の
食
品
貢
納
を
担
当
す
る
組
織
。
周
防
国
の
仲
河

御
厨
に
関
し
て
は
、
白
木 

一
九
八
八
な
ど
を
参
照
。

（
29
）仁
保（
ニ
ホ
）の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
丹
生（
ニ
フ
＝
赤
色
顔
料
の
産
地
）の
転
訛

と
す
る
説
も
あ
る（
渡
辺 

二
〇
二
〇
Ａ
を
参
照
）。
た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
な
史
料
の

存
在
も
踏
ま
え
る
と
、
贄（
ニ
ヘ
）→
仁
保（
ニ
ホ
）と
い
う
転
訛
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ

よ
う
。
先
行
研
究（
た
と
え
ば
『
防
長
地
名
淵
鑑
』）に
お
い
て
、
吉
敷
郡
内
に
点
在
す

る
「
仁
戸（
ニ
ヘ
）」
な
ど
の
地
名
は
仁
壁
神
社
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
と

く
に
大
内
や
矢
田
の
周
辺
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
御
厨
と
の
関
係
も
検
討
す
べ
き
だ
ろ

う
。

（
30
）下
向
井 

二
〇
〇
八
。
た
だ
し
こ
う
し
た
見
解
に
は
、
横
山 

二
〇
一
二
な
ど
の
批
判
も

あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
想
定
地
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
山
口
県
風
土
誌
』
佐
波
郡
右

田
村
項
に
「
佐
野
峠
」
の
別
称
「
臥
越
」
を
「
浮
囚
越
」
の
転
訛
と
し
た
り
、
吉
敷
郡

平
川
村
項
に
「
伏
付
」
を
浮
囚
の
転
訛
と
し
た
り
、
吉
敷
郡
小
郡
町
項
に
「
椹
野
」
を

俘
囚
の
転
訛
と
し
た
り
す
る
想
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）郷
名
「
浮
囚
」
は
、
急
本
に
七
例
・
古
活
字
本
に
六
例
、
名
本
に
五
例
み
え
る
が
、
高

本
は
す
べ
て
掲
載
し
て
い
な
い
。
諸
本
に
お
け
る
掲
載
状
況
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木 

二
〇
一
六
を
参
照
。

　
　
　

周
防
国
吉
敷
郡
の
浮
囚
郷
に
つ
い
て
は
、
急
本
と
古
活
字
本
の
み
掲
載
す
る
。
高
本

な
ど
が
掲
載
し
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
意
図
的
な
判
断
で
、
国
郡
郷
制
の
施
行
当
初
に

は
存
在
し
な
か
っ
た
「
浮
囚
郷
」
を
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
存
在
と
見
な
し
た
結
果
だ
ろ
う
。

郷
名
「
浮
囚
」
は
上
野
国
碓
氷
郡
・
多
胡
郡
・
緑
野
郡
／
周
防
国
吉
敷
郡
な
ど
に
見
え

る
が
、『
和
名
抄
』
に
お
け
る
表
記
は
、
い
ず
れ
の
写
本（
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
高

本
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
）も
「
浮
」
字
で
あ
る
。
同
じ
実
態
を
示
す
は
ず
の
郷

名
「
夷
俘
」（
播
磨
国
賀
古
郡
・
賀
茂
郡
・
美
嚢
郡
）の
場
合
、
い
ず
れ
も
「
俘
」
字
で

表
記
す
る
の
と
比
べ
、
用
字
の
基
準
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
関
連
史
料
に
お

い
て
、
両
字
は
通
用
す
る
こ
と
も
多
い
。

（
32
）「
椹
○
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
は
、
生
薬
「
付
子（
附
子
）」
が
採
れ
る
「
ぬ
る
で
」

の
木
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
池
田 

一
九
七
七
の
見
解
も
参
照
。

（
33
）た
と
え
ば
永
田 

二
〇
一
四
は
、
西
海
道
に
は
と
く
に
多
く
海
道
蝦
夷
が
移
配
さ
れ
、

移
配
後
も
狩
猟
・
漁
携
を
主
な
生
業
と
し
て
続
け
て
い
た
人
々
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
実
例
の
検
討
か
ら
豊
後
・
伊
予
を
結
ぶ
海
域
で
俘
囚
が
往
来
し
て
い
た

可
能
性
ま
で
想
定
す
る
。

（
34
）な
お
坂
倉 

一
九
六
七
は
、
山
中
で
生
産
性
が
低
い
こ
の
地
域
の
特
性
か
ら
、
古
代
の

段
階
で
独
立
の
行
政
区
を
成
し
て
い
た
可
能
性
は
低
く
、
隣
接
す
る
佐
波
郡
玉
祖
郷
か

吉
敷
郡
八
田
郷
の
一
部
だ
っ
た
と
想
定
す
る
。
こ
の
点
、
後
考
を
期
し
た
い
。

（
35
）「
八
」
は
「
古
代
に
は
、
数
の
多
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

大
八
洲
・
八
重
垣
な
ど
と
体
言
に
冠
し
て
、
数
の
多
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
総
体
を
表

し
、
そ
れ
を
通
し
て
そ
の
も
の
を
褒
め
る
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
」（『
古

語
大
辞
典
』「
八（
や
）」
項
）と
さ
れ
る
。「
千
」
の
選
字
理
由
も
、
同
じ
く
吉
祥
句
の

一
種
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
36
）な
お
最
後
に
、
郡
名
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。「
吉
敷
」
の
ヨ
シ
キ
と
い
う
訓
に

つ
い
て
は
、「
吉
」
の
多
く
が
「
よ
し
」
と
訓
読
さ
れ
る
傾
向
も
踏
ま
え
、
国
語
学
の

分
野
で
は
「
ヨ
シ
シ
キ
の
同
音
脱
落
」
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（
た
と
え
ば

工
藤 
一
九
七
五
）。
し
か
し
「
周
防
国
余
色
郡
神
前
郷
」（「
天
平
勝
宝
九
年（
七
五
七
）

四
月
七
日 
西
南
角
領
解
」『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
四
―
二
二
七
）と
い
う
異
表
記
や
、

『
和
名
抄
』国
郡
部
の「
吉
敷〈
与
之
支
〉」と
い
う
附
訓
な
ど
に
よ
れ
ば
、「
ヨ
」は「
余
」・

「
与
」
な
ど
万
葉
仮
名（
乙
類
）で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
「
吉
」（
同
じ
く
甲
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類
ヨ
を
表
記
）は「
ヨ
」一
音
を
示
す
万
葉
仮
名
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お「
敷
」（
呉

音
：
フ
、
漢
音
：
フ
、
訓
：
し
く
）に
つ
い
て
は
、
多
く
の
事
例
で
訓
読
「
し
き
」
だ
が
、

一
部
に
音
仮
名
フ
の
機
能
を
使
っ
て
敷
智（
ふ
ち
）・
周
敷（
す
ふ
）・
敷
智（
ふ
ち
）と
す

る
ほ
か
、
遠
敷（
お
に
ゅ
ふ
）・
信
敷（
し
の
ふ
）な
ど
の
音
引
き
に
近
い
機
能
を
担
う
事

例
も
あ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
ヨ
シ
キ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
ア
ラ
キ（
荒
木
・
荒
城
・
新
墾
＝
新
し
い

開
墾
地
）の
佳
字
化（
高
橋 

一
九
八
一
）、
ヨ
は
美
称
、
シ
キ
は
「
山
な
ど
に
し
き
ら
れ

た
谷
」、
あ
る
い
は
ス
キ
の
転
で
「
崖
」
の
こ
と
か（『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』）な
ど
の

見
解
が
あ
る
。
前
者
の
見
解
は
、
後
世
の
ヨ
シ（
吉
・
良
）キ（
木
・
城
）な
ど
と
い
う
表

記
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
感
が
強
く
、
古
代
前
期
の
表
記
を
念
頭
に
置
け
ば
、
ヨ（
余
・

吉
）＋
シ
キ（
色
・
敷
）と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
個
人
的
に
は
、「
敷
、
式
、
色
、
志

紀
、
城
、
食
な
ど
シ
キ
と
訓
む
地
名
は
、
ス
キ（
村
を
い
う
朝
鮮
の
古
語
）の
転
で
、
村

落
を
い
う
」（『
民
俗
地
名
語
彙
事
典
』）と
い
う
指
摘
に
魅
力
を
感
じ
る
。

（
参
考
文
献
）

筏
勲
「
所
謂
和
同
六
年
詔
の
好
字
に
つ
い
て
」（『
京
都
帝
国
大
学
国
文
学
会
二
十
五
周
年 

記
念
論
文
集
』
同
会
、
一
九
三
四
年
）

池
田
末
則
『
日
本
地
名
伝
承
論
』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）

池
辺
弥
『
和
名
類
聚
抄
郡
郷
里
駅
名
考
証
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）

井
出
至
「
上
代
人
の
文
字
意
識
」（『
遊
文
録 

国
語
史
篇
二
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
、

初
出
一
九
七
三
年
）

歌
川
学
「
和
訓
よ
り
見
た
倭
名
類
聚
抄
国
郡
部
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
愛
知
大
学
文
学
論
叢
』

四
〇
、一
九
六
九
年
）

内
田
伸
「
歴
史
」（『
仁
保
の
郷
土
史
』
仁
保
の
郷
土
史
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
）

狩
野
久
「
御
食
国
と
膳
氏
」（『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇

年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）

軽
部
利
恵
「
木
簡
に
お
け
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
に
つ
い
て
」（『
美
夫
君
志
』

九
八
、二
〇
一
九
年
）

木
下
良
「
従
来
利
用
さ
れ
て
き
た
交
通
関
係
地
名
」（『
日
本
古
代
道
路
の
復
元
的
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）

工
藤
力
男
「
古
代
形
容
詞
の
形
成
に
関
す
る
一
つ
の
問
題
」（『
日
本
語
史
の
諸
相
』
汲
古
書

院
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）

楠
原
祐
介
ほ
か
編
『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
一
年
）

国
守
進
「
中
世
の
祭
祀
と
在
地
―
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
を
中
心
と
し
て
―
」（『
山
口
県
地

方
史
研
究
』
三
〇
、一
九
七
三
年
）

古
辞
書
叢
刊
刊
行
会
編
『
原
装
影
印
版　
和
名
類
聚
抄
二
〇
巻
本　
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
』（
雄

松
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）

近
藤
清
石
編
『
山
口
県
風
土
誌
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
二
年
、
原
著
一
九
〇
五
年
）

今
野
真
二
「
好
字
二
字
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究　
三
一
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究 

研
究
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究 

考
証
篇 

五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）

坂
倉
道
義
『
小
鯖
村
史
』（
同
刊
行
会
、
一
九
六
七
年
）

佐
々
木
虔
一
「
上
総
・
下
総
地
方
の
俘
囚
の
反
乱
と
情
報
伝
達
」（『
千
葉
史
学
』

六
八
、二
〇
一
六
年
）

佐
藤
栄
作
「『
倭
名
類
聚
抄
』
に
お
け
る
万
葉
仮
名
の
考
察
」（
杉
本
つ
と
む
編
『『
和
名
抄
』

の
新
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
八
四
年
）

佐
藤
信
「
古
代
安
房
と
木
簡
」（『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、

初
出
一
九
九
三
年
）

猿
田
知
之
「
好
字
と
そ
の
周
辺
」（『
シ
オ
ン
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
五
、一
九
九
五
年
）

下
向
井
龍
彦
「
変
動
期
の
瀬
戸
内
海
海
域
」（『
山
口
県
史 

通
史
編 

原
始
古
代
』
山
口
県
、

二
〇
〇
八
年
）

白
木
一
好
「
御
厨
小
考
」（
下
出
積
与
編
『
日
本
古
代
史
論
輯
』
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
）

杉
本
憲
正
「
干
拓
地
名
の
事
典
―
有
明
海
沿
岸
を
中
心
に
―
」（『
日
本
「
歴
史
地
名
」
総
覧
』

新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）

薗
部
寿
樹
「
吉
敷
郡 

賀
保
荘
」（『
中
世
村
落
と
名
主
座
の
研
究
』
高
志
書
院
、二
〇
一
一
年
、

初
出
二
〇
〇
七
年
）

高
橋
文
雄
『
ふ
る
さ
と
の
地
名
』（
山
口
県
地
名
研
究
所
、
一
九
七
七
年
）

高
橋
文
雄
『
山
口
県
地
名
考 

続
』（
山
口
県
地
名
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）

高
橋
文
雄
「
郡
名
考
」（『
防
長
・
土
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
』
東
洋
図
書
出
版
、
一
九
八
一
年
）

高
橋
未
久
二
「
美
作
道
の
駅
と
駅
路
」（『
古
代
交
通
の
考
古
地
理
』
大
明
堂
、一
九
九
五
年
）

武
部
健
一
「
山
陽
道
を
た
ど
る
」（『
続 

古
代
の
道
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）

舘
野
和
己
「
若
狭
の
調
と
贄
」（『
古
代
王
権
と
交
流
三 

越
と
古
代
の
北
陸
』
名
著
出
版
、



― 14 ―

『和名類聚抄』所載の郷名をめぐる検討―周防国吉敷郡の事例について―

一
九
九
六
年
）

舘
野
和
己
「
山
陽
道
と
海
上
交
通
」（『
山
口
県
史 

通
史
編 

原
始
古
代
』
山
口
県
、

二
〇
〇
八
年
）

谷
川
健
一
編
『
民
俗
地
名
語
彙
事
典
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
四
年
）

田
村
哲
夫
「
防
長
庄
園
の
地
域
的
考
察 

前
編
」『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
二
、

一
九
七
三
年
）

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
〈
和
書
之
部
〉
編
集
員
会
編
『
和
名
類
聚
抄
・
三
宝
類
字
集
』（
八

木
書
店
、
一
九
七
一
年
）

直
木
孝
次
郎
『
持
統
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）

直
良
信
夫
「
峠
の
文
化
」（『
峠
と
人
生
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
六
年
）

永
田
一
「
西
海
道
俘
囚
の
再
検
討
」（『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
一
三
六
、二
〇
一
四
年
）

名
古
屋
市
立
博
物
館
編
『
和
名
類
聚
抄
』（
同
館
、
一
九
九
二
年
）

橋
本
雅
之
「
古
風
土
記
の
地
名
表
記
と
和
銅
官
命
」（『
万
葉
』
二
一
五
、二
〇
一
三
年
）

蜂
矢
真
郷
「
和
名
抄
地
名
の
二
合
仮
名
」（『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
一
年
）

蜂
矢
真
郷
「
和
名
抄
・
名
博
本
の
地
名
の
傍
訓
」（『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書

院
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
四
年
）

蜂
矢
真
郷
「
和
名
抄
地
名
の
訓
注
」（『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
五
年
）

羽
鳥
幸
一
「
瀬
戸
内
海
の
製
塩
と
流
通
に
つ
い
て
―
周
防
国
を
中
心
に
堅
塩
と
煎
塩
の
様
相

を
み
る
―
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
塩
の
生
産
・
流
通
と
官
街
・
集
落
』
ク
バ
プ
ロ
、

二
〇
一
三
年
）

原
秀
三
郎
「
大
和
王
権
と
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
の
古
代
氏
族
」（『
地
域
と
王
権
の
古
代
史
学
』

塙
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）

平
野
邦
雄
「
い
わ
ゆ
る
“
後
期
型
ミ
ヤ
ケ
”」（『
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
五
年
）

不
破
浩
子
「
名
古
屋
博
物
館
蔵
『
和
名
類
聚
抄
』
に
つ
い
て
」（『
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要 

人
文
科
学
篇
』
三
七
―
二
、一
九
九
六
年
）

松
尾
俊
郎
『
日
本
の
地
名
―
歴
史
の
な
か
の
風
土
―
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
六
年
）

馬
渕
和
夫
『
和
名
類
聚
抄 

古
写
本
・
声
点
本 

本
文
及
び
索
引
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
）

馬
渕
和
夫
編
『
古
写
本
和
名
類
聚
抄
集
成
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

御
薗
生
翁
甫
『
防
長
地
名
淵
鑑
』（
御
薗
生
防
長
研
究
所
、
一
九
三
一
年
）

水
田
義
一「
周
防
国
」（
藤
岡
謙
二
郎
編『
古
代
日
本
の
交
通
路 

Ⅲ
』、大
明
堂
、一
九
七
八
年
）

宮
沢
俊
雄
「
倭
名
類
聚
抄
二
十
巻
本
諸
本
の
類
別
」（『
倭
名
類
聚
抄
諸
本
の
研
究
』
勉
誠
出

版
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）

八
木
充
「
古
代
の
山
陽
道
」（『
歴
史
の
道
調
査
報
告 

山
陽
道
』
山
口
県
文
化
財
愛
護
協
会
、

一
九
八
三
年
）

八
木
充
「
周
防
国
大
嶋
郡
と
調
塩
貢
進
木
簡
」（『
山
口
県
史
研
究
』
九
、二
〇
〇
一
年
）

八
木
充
「
周
防
国
と
長
門
国
の
成
立
」（『
山
口
県
史 

通
史
編 

原
始
古
代
』
山
口
県
、

二
〇
〇
八
年
）

山
口
大
学
人
文
学
部
考
古
学
研
究
室
編
『
史
跡 

周
防
鋳
銭
司
跡
の
研
究 

Ⅰ
』（
山
口
大
学

や
ま
ぐ
ち
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
八
年
）

横
山
成
己
「
見
島
ジ
ー
コ
ン
ボ
古
墳
群
「
俘
囚
墓
説
」
小
考
」（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
八
、

二
〇
一
二
年
）

横
山
成
己
「
山
口
・
吉
田
遺
跡
」（『
木
簡
研
究
』
三
八
、二
〇
一
六
年
）

吉
松
慶
久
「
地
区
名
の
変
遷
」（『
秋
穂
二
島
史
』
山
口
市
立
二
島
公
民
館
、
一
九
六
九
年
）

吉
田
孝
「
イ
ヘ
と
ヤ
ケ
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
初
出

一
九
七
六
年
）

渡
辺
一
雄
「
山
口
県
」（『
日
本
土
器
製
塩
研
究
』
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
）

渡
辺
滋
「
仁
壁
神
社（
周
防
国
吉
敷
郡
）に
つ
い
て
の
一
考
察
―
祭
神
の
問
題
を
中
心
と
し
て

―
」（『
山
口
県
立
大
学 

国
際
文
化
学
部
紀
要
』
二
六
、二
〇
二
〇
年
Ａ
）

渡
辺
滋
「
古
代
地
名
「
カ
ン
ザ
キ
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
周
防
国
吉
敷
郡
の
事
例
を
考
え
る

基
礎
作
業
と
し
て
―
」（
投
稿
中
、
二
〇
二
〇
年
Ｂ
）
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Local Names Included in
“Wamyo Ruijusho”: Case of Suo Province

Watanabe Shigeru

This article analyzes the origins and locations of ancient local names in Suo Province, eastern part of 
Yamaguchi Prefecture, with a special attention to Yoshiki district, a part of Yamaguchi city and Ube 
city. Studies on this theme started in the beginning of modern times. Some works in the past do not 
sort out  issues and others are not  to  the point.  In this essay I executes  the research based on new 
theories woth a view to overcoming the problems of previous studies.

『和名類聚抄』所載の郷名をめぐる検討 
―周防国吉敷郡の事例について―

渡辺　  滋

本稿では、周防国（現在の山口県の東半分）の古代地名について、とくに吉
よ

敷
しき

郡
ぐん

（現在の山口市＋宇部市の
一部）の事例を中心に、想定所在地や名称の由来などについて検討する。近世以来の先行研究のなかには、
論点が十分に突き詰められていないものや、結論に再検討を要するものも少なくない現状を踏まえ、関連
分野における最新の研究成果に依拠した分析を進めていく。






